
『丈
量
保
�
﹄
と
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
か
ら

︱
︱
萬
曆
年
閒
︑
�
州
府
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の
事
產


�
狀
況
︱
︱

伊



正

彥

は
じ
め
に

一

二
つ
の
�
書
�
料

二

魚
鱗
册
の
出
版
理
由
︑
お
よ
び
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
と
の
關
係

三

休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の
事
產


�
狀
況

お
わ
り
に

は

じ

め

に

さ
き
に
筆
者
は
︑
現
時
點
で
一
里=

圖
�
體
の
�
代
賦
役
黃
册
の
記
載
內
容
を
傳
え
る
唯
一
の
�
料
で
あ
る
安
�
省
�
物
館
藏
﹃
萬
曆
二
七

都
五
圖
黃
册
底
籍
﹄
四
册

(二
：
二
四
五
二
七
號
)
等
の
分
析
を
も
と
に
︑
萬
曆
三
〇
年

(一
六
〇
二
)
・
四
〇
年

(一
六
一
二
)
の
�
州
府
休
寧

縣
二
七
都
五
圖
に
お
け
る
階
層
�
成
を
論
じ
た
︒
そ
の
結
果
は
︻
表
1
︼
の
と
お
り
で
あ
る
︒
�
末
に
至
っ
て
も
里
甲
制
が
機
能
し
つ
づ
け
て

い
た
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
で
は
︑


屬
人
戶
の
九
〇
％
を
優
に
超
え
る
人
戶
が
事
產
を


�
し
︑
自
戶


�
事
產
(田
・
地
)
で
再
生
產
可
能

な
人
戶
は
五
〇
％
を
超
え
て
お
り
︑
ま
た
そ
の
頂
點
に
は
科
擧
登
第
で
は
な
い
も
の
の
任
官
者
を
輩
出
す
る
人
戶
︑
監
生
の
�
格
保
持
者
や
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“
隱
君
”・“
處
士
”
等
と

稱
さ
れ
る
在
野
の
讀
書
人

を
輩
出
す
る
人
戶
が
存
在

し
て
い
た(1

)
︒

 
な
る
課
題
は
︑
こ
う

し
た
階
層
�
成
を
荏
え
た

事
產


�
の
分
布
や
事
產

!
易
の
あ
り
方
︑
租
佃
關

係
の
存
在
狀
況
な
ど
を
探

る
こ
と
と
考
え
て
い
る
︒

こ
れ
ら
の
課
題
の
う
ち
︑

休
寧
縣
二
七
都
五
圖
に
お

け
る
事
產


�
の
分
布
狀

況
を
探
る
こ
と
が
︑
小
論

の
目
"
で
あ
る
︒
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表 1 萬曆 30 年・40 年の休寧縣 27都 5 圖における階層�成

萬曆 30 年 (1602) 實在戶 152戶 萬曆 40 年 (1612) 實在戶 153戶

任官者・讀書人輩出人戶 6戶 3.95 % 任官者・讀書人輩出人戶 6戶 3.92 %

出租した人戶 (地$) 54戶 35.53 % 出租した人戶 (地$) 50戶 32.68 %

自作農人戶 21戶 13.82 % 自作農人戶 24戶 15.69 %

自小作農人戶 58戶 38.16 % 自小作農人戶 63戶 41.18 %

無產人戶 13 戸 8.55 % 無產人戶 10 戸 6.54 %

%力行『�淸以來�州區域社會經濟硏究』(安�大學出版社、1999 年) の附圖 1をもとに作成。丸數
字は都を示す。陳村と霞瀛は 27都 5 圖の$)な基盤となった集落である。なお、縣城は圖示してい
ないが、縣城は一都內の北部 (橫江の北側) に位置していた。

圖 1 休寧縣都分略圖



一

二
つ
の
�
書
�
料

萬
曆
年
閒
の
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
に
お
け
る
事
產


�
の
分
布
狀
況
を
探
る
素
材
は
︑
二
つ
の
�
書
�
料
で
あ
る
︒
ま
ず
�
書
�
料
の
槪
)

を
見
よ
う
︒

�
書
�
料
の
一
つ
は
︑
一
九
八
九
年
一
〇
-
に
欒
成
顯
氏
が
﹃
萬
曆
二
七
都
五
圖
黃
册
底
籍
﹄
な
ど
と
と
も
に
發
見
し
た
安
�
省
�
物
館
藏

﹃
萬
曆
九
年
淸
丈
二
七
都
五
圖
歸
戶
親
供
册
﹄
一
册

(二
：
二
四
五
八
二
號
)
で
あ
る
︒﹃
萬
曆
九
年
淸
丈
二
七
都
五
圖
歸
戶
親
供
册
﹄
(以
下
︑

﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
と
略
記
す
る
)
の
書
誌
と
內
容
に
つ
い
て
は
︑
欒
成
顯
氏
が
精
緻
に
�
ら
か
に
し
て
お
り(2

)
︑
屋
上
屋
を
架
す
こ
と
に
な
ら
ざ
る

を
得
な
い
が
︑
そ
の
槪
)
を
確
/
し
て
お
く
︒

歸
戶
册
と
は
︑
魚
鱗
册
に
記
載
さ
れ
て
い
る


�
事
產
の
0
報
を
一
戶
分
ず
つ
ま
と
め
た

(
名
寄
せ
し
た
)
�
册
で
あ
り(

3
)

︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄

は
︑
萬
曆
九
年

(一
五
八
一
)
か
ら
一
〇
年

(一
五
八
二
)
に
�
國
で
實
施
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
張
居
正
の
丈
量
︱
︱
休
寧
縣
で
は
知
縣
の
曾
乾

亨

(字
は
于
永
︑
江
西
吉
水
の
人
︑
萬
曆
五
年
の
1
士
)
が
萬
曆
九
年
八
-
か
ら
一
一
-
に
實
施
し
た
丈
量
を
經
て
作
製
さ
れ
た
魚
鱗
册
關
係
�
書

で
あ
る
︒
法
量
は
縱
：
二
八
・
一
㎝
︑
橫
：
二
六
・
〇
㎝
︑
厚
さ
：
2
三
㎝
で
︑
一
葉
兩
面
と
し
て
數
え
て
�
六
四
八
頁
の
分
量
で
あ
る
︒
休

寧
縣
二
七
都
五
圖
に


屬
す
る
人
戶
の
す
べ
て
の


�
事
產
の
0
報
︱
︱
二
七
都
五
圖
以
外
の
都
圖
に


在
す
る


�
事
產
も
含
む
す
べ
て

の


�
事
產
の
0
報
を
記
し
て
お
り
︑
實
在
戶
：
一
四
三
戶
(里
長
戶
・
�
產
戶
：
一
一
〇
戶
︑
無
產
戶
：
三
三
戶
)
︑
絕
戶
：
四
〇
戶
︑
計
一
八

三
戶
に
つ
い
て
の
0
報
を
記
載
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
破
損
し
た
箇


が
二
つ
あ
り
︑
第
五
甲
の
吳
京
戶
と
第
一
〇
甲
の
吳
濱
戶
に
關
す
る
0

報
に
つ
い
て
不
�
な
部
分
が
あ
る
︒
な
お
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
が
傳
え
る


�
事
產
額
は
實
測
面
積
で
は
な
く
︑
5
稅
面
積
の
稅
畝
に
よ
っ
て

示
さ
れ
る
︒
稅
畝
と
は
︑
各
種
等
7
の
煩
瑣
な
5
稅
科
則
を
鯵
略
8
す
る
た
め
に
各
種
等
7
の
事
產
面
積
を
相
當
す
る
5
稅
面
積
に
奄
算
し
た

も
の
で
あ
る(4

)
︒

記
載
內
容
は
 
の
三
つ
か
ら
�
成
さ
れ
る
︒
第
一
は
︑
册
子
の
冒
頭
に
あ
る
“
圖
總
”
で
あ
り
︑
二
七
都
五
圖
に


屬
す
る
人
戶
の


�
事
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產
と
9
擔
稅
糧
の
總
額
を
記
し
て
い
る
︒
第
二
は
︑
第
一
甲
か
ら
第
一
〇
甲
ま
で
の
各
甲
の
記
載
の
冒
頭
に
あ
る
“
甲
總
”
で
あ
り
︑
各
甲
に



屬
す
る
人
戶
の


�
事
產
と
9
擔
稅
糧
の
總
額
を
記
し
て
い
る
︒
第
三
は
︑
各
人
戶
に
關
す
る
0
報
で
あ
る
︒
そ
の
“
實
收
”
の
項
で
は
︑

二
七
都
五
圖
內
に


�
す
る
事
產
の
總
額
︑
田
・
地
・
山
・
塘
の
順
に
各


�
事
產
の
魚
鱗
字
號
・


在
地
の
土
名
・
稅
畝
數
を
記
す
︒“
怨

收
”
の
項
で
は
︑
二
七
都
五
圖
以
外
に


�
す
る
事
產
に
つ
い
て
二
七
都
の
他
圖
︑
他
都
他
圖
の
順
に
各


�
事
產
の
魚
鱗
字
號
・


在
地
の

土
名
・
稅
畝
數
を
記
す(5

)
︒
つ
づ
く
“
實
在
”
の
項
で
は
︑“
實
收
”
と
“
怨
收
”
の
數
値
を
合
わ
せ
た


�
事
產
の
總
額
と
9
擔
稅
糧
の
總
額
︑



�
す
る
田
・
地
・
山
・
塘
ご
と
の
稅
畝
額
と
9
擔
稅
糧
額
を
記
す
︒

各
人
戶
に
關
す
る
0
報
の
記
載
樣
式
を
確
/
す
る
た
め
に
︑
第
一
甲
に
屬
す
王
元
戶
に
關
す
る
記
載
を
見
よ
う
︒

一
戶
王
元

怨
收

十
三
都
一
圖
帶
丈
推
來
田
地
山
塘
四
畝
四
分
四
厘

麥
八
升
四
合
九
勺

米
一
斗
七
升
四
合
一
勺

羽
字
一
千
五
百
四
十
四
號

後
山

田
六
分
五
厘
四
毫

一
千
五
百
五
十
八
號

墩
上

田
二
分
五
厘

一
千
五
百
五
十
四
號

橋
頭

田
一
分
三
厘
八
毫

羽
字
一
千
三
百
七
十
七
號

塘
子
裡

地
二
分
六
厘

一
千
四
百
五
十
三
號

橋
頭

地
一
分
四
厘
四
毫

一
千
五
百
三
十
二
號

後
山

地
一
分
四
厘
四
毫

一
千
五
百
三
十
三
號

仝

地
五
分
八
毫

一
千
五
百
三
十
四
號

仝

地
一
分
九
厘
六
毫
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一
千
五
百
六
十
號

墩
上

地
七
厘
二
毫

一
千
五
百
六
十
號

仝

地
一
分
六
厘

三
千
六
十
九
號

金
竹
村
心

地
一
畝
一
分
二
厘
八
毫

羽
字
一
千
二
百
六
十
號

北
塘

山
四
厘

一
千
三
百
四
十
三
號

梓
木
塢

山
一
分
八
厘
八
毫

一
千
三
百
七
十
八
號

塘
子
裡

山
三
分
二
厘

一
千
四
百
五
十
二
號

橋
頭

山
二
厘
七
毫

一
千
六
百
十
八
號

=
塘

塘
二
分
八
毫

實
在官

民
田
地
山
塘
四
畝
四
分
四
厘

麥
八
升
三
合
九
勺

米
一
斗
七
升
四
合
一
勺

一
則
官
民
田
一
畝
四
厘
二
毫

麥
二
升
二
合
三
勺

米
五
升
五
合
七
勺

一
則
官
民
地
二
畝
六
分
一
厘
二
毫

麥
五
升
一
合
九
勺

米
一
斗
一
合
一
勺

一
則
官
民
山
五
分
七
厘
八
毫

麥
六
合
二
勺

米
六
合
二
勺

一
則
官
民
塘
二
分
八
毫

麥
四
合
五
勺

米
一
升
一
勺
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(
傍
線
は
引
用
者(6
))

王
元
戶
は
二
七
都
五
圖
內
の
事
產
を


�
し
て
い
な
い
た
め
︑“
實
收
”
の
項
の
記
営
が
な
く
︑“
怨
收
”
と
“
實
在
”
の
項
の
み
記
営
さ
れ

て
い
る
︒
傍
線
を
附
し
た
箇


の
“
羽
”
は
千
字
�
で
示
す
魚
鱗
字
號
で
あ
り
︑
休
寧
縣
の
都
圖
�
書
で
確
/
で
き
る
よ
う
に
“
羽
”
は
萬
曆

九
年
の
丈
量
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た
一
三
都
一
圖
の
字
號
で
あ
る(7

)
︒
王
元
戶
が


�
す
る
事
產
は
す
べ
て
一
三
都
一
圖
內
に
あ
り
︑
王
元
戶
は
一

三
都
一
圖
の
田
：
三
坵

(一
・
〇
四
二
〇
稅
畝
)
︑
地
：
八
坵

(二
・
六
一
二
〇
稅
畝
)
︑
山
：
四
坵

(〇
・
五
七
八
〇
稅
畝
)
︑
塘
：
一
坵

(〇
・
二
〇

八
〇
稅
畝
)
︑
計
一
六
坵

(四
・
四
四
〇
〇
稅
畝
)
の
事
產
を


�
し
て
い
た
︒

も
う
一
つ
の
�
書
�
料
に
移
ろ
う
︒
そ
れ
は
︑
上
海
圖
書
館
藏
﹃
休
寧
縣
二
十
七
都
伍
圖
丈
量
保
�
﹄
一
册

(
線
�
五
六
三
五
八
五
號
)
で
あ

る
︒
�
州
�
書
の
世
界
に
お
い
て
“
保
�
”
と
は
魚
鱗
册
を
?
味
し
た(8

)
︒
欒
成
顯
氏
に
よ
れ
ば
︑
南
宋
の
經
界
法
以
來
︑
洪
武
丈
量
に
至
る
ま

で
︑
都
保
制
の
保

(大
保
)
が
丈
量
作
業
と
土
地
臺
帳
の
作
製
單
位
で
あ
っ
た
た
め
に
︑
魚
鱗
册
は
“
保
�
”
と
よ
ば
れ
た
︒
現
存
す
る
洪
武

丈
量
の
魚
鱗
册
︱
︱
中
國
社
會
科
學
院
歷
�
硏
究


藏
﹃
�
洪
武
一
八
年
歙
縣
一
六
都
三
保
萬
字
號
淸
册
分
庄
﹄
(
三
一
五
〇
一
〇
〇
〇
〇
〇
〇

一
號
)
︑
國
家
圖
書
館
善
本
部
藏
﹃
�
洪
武
一
九
年
休
寧
縣
一
〇
都
六
保
罪
字
保
�
﹄
(一
六
八
二
八
號
)
も
︑
ま
ち
が
い
な
く
保
を
單
位
に
作
製

さ
れ
た
も
の
で
あ
る(9

)
︒
張
居
正
の
丈
量
以
影
は
︑
保
に
代
わ
っ
て
里=

圖
が
丈
量
作
業
と
魚
鱗
册
の
作
製
單
位
と
な
る
が
︑“
保
�
”
と
い
う

呼
稱
は
殘
っ
た
︒

�
書
の
法
量
は
縱
：
三
五
・
〇
㎝
︑
橫
：
三
〇
・
三
㎝
︑
厚
さ
：
2
六
㎝
で
︑
�
四
四
二
葉
の
分
量
で
あ
る
︒
A
面
は
四
格
で
あ
り
︑
得
字

九
號
か
ら
得
字
三
五
四
四
號
ま
で
の
事
產
の
0
報
を
傳
え
る
︒
た
だ
し
︑
得
字
一
〇
・
一
二
・
一
四
・
一
六
號
に
つ
い
て
は
破
損
の
た
め
に
B

讀
不
能
な
部
分
が
あ
り
︑
計
三
五
三
二
號
の
事
產
に
つ
い
て
の
0
報
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
版
心
に
は
“
休
寧
縣
︻
貮
拾
柒
都
伍
圖
丈
量
保

�
︻
○
○

(葉
數
)”
と
刻
さ
れ
て
い
る
︒“
得
”
は
︑
休
寧
縣
の
都
圖
�
書
で
確
/
で
き
る
と
お
り
︑
萬
曆
九
年
の
丈
量
に
よ
っ
て
附
さ
れ
た

二
七
都
五
圖
の
魚
鱗
字
號
で
あ
っ
た(10

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
上
海
圖
書
館
の
目
錄
上
は
﹃
休
寧
縣
二
十
七
都
伍
圖
丈
量
保
�
﹄
と
よ
ば
れ
︑
淸
代
の

も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
︑
こ
の
�
書
は
ま
ぎ
れ
も
ま
く
萬
曆
九
年
の
丈
量
で
作
製
さ
れ
た
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の
魚
鱗
册
で
あ
り
︑
正
確
に
は

― 112 ―

526



﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
よ
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る

(以
下
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
略
記
す
る
)
(11
)

︒
休
寧
縣
二
七
都
五

圖
は
︑
一
里=

圖
�
體
の
�
代
賦
役
黃
册
の
副
本

(﹃
萬
曆
二
七
都
五
圖
黃
册
底
籍
﹄)
に
く
わ
え
︑
同
時
D
に
作
製
さ
れ
た
魚
鱗
册
も
殘
存
し
て

い
た
唯
一
無
二
の
地
と
し
て
︑
記
憶
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
︒

『歸
戶
親
供
册
﹄
の
記
載
が
傳
え
る
休
寧
縣
二
七
都
五
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
二
七
都
五
圖
內
の
事
產
の
�
後
の
號
數
は
︑
四
一
九
七
號

で
あ
る
︒
こ
れ
に
基
づ
け
ば
︑
二
七
都
五
圖
の
事
產
は
四
二
〇
〇
號
ぐ
ら
い
ま
で
で
あ
っ
た
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒
假
に
二
七
都
五
圖
が
四
二

〇
〇
號
ま
で
の
字
號
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
と
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
は
本
來
の
八
四
％
の
分
量
が
殘
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
鶴
見
尙
弘
氏

が
詳
細
に
論
じ
た
�
州
府
歙
縣
一
六
都
二
圖
の
魚
鱗
册
︱
︱
中
國
歷
�
�
物
館
藏
﹃
萬
曆
九
年
丈
量
商
字
魚
鱗
淸
册
﹄
は
商
字
一
號−

二
一

四
二
號
の
分
量
で
あ
り(12

)
︑
鶴
見
氏
が
一
九
八
二
年−

八
三
年
の
中
國
硏
修
中
に
閱
覽
し
た
魚
鱗
册
︑
ま
た
筆
者
自
身
が
閱
覽
し
た
魚
鱗
册
の
限

り
で
は
︑
張
居
正
の
丈
量
の
魚
鱗
册
と
し
て
は
殘
存
す
る
分
量
が
�
も
多
い(13

)
︒﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
は
殘
存
す
る
分
量
の
面
で
も
G
目
す
べ
き

も
の
と
い
え
よ
う
︒

萬
曆
九
年
の
丈
量
で
作
製
さ
れ
た
休
寧
縣
の
魚
鱗
册
に
は
︑
中
國
社
會
科
學
院
歷
�
硏
究


藏
﹃
萬
曆
休
寧
二
九
都
七
圖
欲
字
號
活
字
版
魚

鱗
淸
册
﹄
(﹃
�
州
千
年
契
2
�
書

(宋
・
元
・
�
I
)﹄
第
一
六
・
一
七
卷
︑
花
山
�
藝
出
版
社
︑
一
九
九
一
年
︑


收
)
の
よ
う
に
活
字
版
の
も
の
が
存

在
し
て
お
り
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
も
活
字
版
で
あ
る
︒﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
が
記
載
す
る
事
產
の
0
報
は
 
の
と
お
り
で
あ
る
︒︻
圖
2
︼
に

あ
げ
る
影
印
を
參
照
し
て
確
/
さ
れ
た
い
︒

字
號
數
︑
土
名
︑
事
產
の
種
類
・
等
則
︑
實
測
面
積
額

(步
數
)
︑
計
稅
額

(稅
畝
數
)
︑
佃
人
︑
事
產
の
形
狀
(圖
示
)
︑
四
至

(東
西
南
北

の
順
)
︑
見
業

(業
$
)
の


屬
都
・
圖
・
戶
名
︒

【圖
3
︼
に
示
す
事
例
の
よ
う
に
見
業
が
複
數
人
戶
の
場
合
は
︑
各
人
戶
が


�
す
る
事
產
額

(
田
・
地
・
塘
は
步
數
︑
山
は
稅
畝
額
)
を
記
し

て
い
る
︒
こ
う
し
た
記
載
樣
式
は
︑
上
海
圖
書
館
藏
﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
五
都
六
圖
M
字
丈
量
保
�
﹄
一
册

(線
�
五
六
三
六
四
六
號(14
))

︑

同
﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
五
都
八
圖
男
字
丈
量
保
�
﹄
六
册

(線
善
八
一
一
五
五
三−
五
八
號(
15
))

と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
り(16

)

(︻
圖
4
︼・
︻
圖
5
︼
に
あ
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圖 2 『�萬曆 9 年休寧縣 27都 5 圖得字丈量保�』の記載例

圖 3 見業が複數人戶の場合の記載例
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圖 4 『�萬曆 9 年休寧縣 25都 6 圖M字丈量保�』の記載例

圖 5 『�萬曆 9 年休寧縣 25都 8 圖男字丈量保�』の記載例



げ
る
影
印
を
參
照
)
︑
他
の
張
居
正
の
丈
量
の
魚
鱗
册
と
比
べ
て
事
產
の
等
則
︑
佃
人
に
關
す
る
0
報
を
記
す
點
が
特
N
で
あ
る
︒

二

魚
鱗
册
の
出
版
理
由
︑
お
よ
び
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
と
の
關
係

=
違
で
は
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
を
は
じ
め
萬
曆
九
年
の
丈
量
で
作
製
さ
れ
た
休
寧
縣
の
魚
鱗
册
に
は
活
字
版
の
も
の
が
存
在
す
る
こ
と
に
觸

れ
た
が
︑
具
體
"
な
分
析
に
入
る
=
提
と
し
て
︑
魚
鱗
册
が
出
版
さ
れ
た
理
由
︑
な
ら
び
に
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
關
係

を
檢
討
し
よ
う
︒

休
寧
縣
の
萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册
に
出
版
さ
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
理
由
の
一
つ
は
︑
丈
量
を
實
施
し
た
知
縣
曾
乾
亨
自
身
の
?
志
に

あ
っ
た
︒
萬
曆
﹃
休
寧
縣
志
﹄
卷
三
︑
食
貨
志
﹁
公
賦
﹂
は
︑
萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册
の
頒
行
に
あ
た
っ
て
曾
乾
亨
が
自
ら
記
し
た
布
吿
�

を
 
の
よ
う
に
傳
え
る
︒

休
寧
縣
P
定
し
て
保
�
を
刊
刷
し
︑
以
て
稽
査
に
Q
な
ら
し
め
︑
以
て
永
久
に
垂
れ
ん
事
の
爲
に
す
︒
照
得
し
た
る
に
︑
國
初
の
丈
量
︑

原
よ
り
保
�
を
設
け
︑
民
の
經
業
に
Q
な
ら
し
め
︑
法
を
立
つ
る
こ
と
甚
だ
善
し
︒
今
�
旨
を
奉
り
て
淸
丈
し
︑
民
業
R
怨
す
る
に
︑
若

し
先
時
の
保
�
に
照
し
て
圖
を
畫
き
填
寫
す
れ
ば
︑
費
用
浩
繁
に
し
て
︑
勢
家
は
則
ち
�
る
も
︑
U
民
は
則
ち
無
き
を
致
し
︑
後
世
疆
界

紛
R
し
︑
稽
査
實
に
難
し
︒
此
れ
が
爲
に
永
久
に
垂
れ
ん
と
欲
し
︑
畫
一
の
規
を
P
定
し
︑
總
書
等
に
行
令
し
︑
梓
に
駸

(鋟
)
み
て
印

刷
し
︑
廣
く
佈
き
て
液
行
せ
し
め
︑
以
て
僉
業
の
人
民
に
X
り
︑
慿
據
�
ら
し
め
︑
後
世
本
を
本た

ず

ぬ
る
こ
と
相
い
同
に
し
︑
滋
く
衣
議
を

生
ず
る
を
致
さ
ず
︒
爾
ら
諸
民
の
奕
世
悠
\
の
計
を
爲
す
は
︑
世
世
相
い
承
け
︑
人
人
共
に
守
り
︑
去
籍
の
]
を
踏
ま
ず
し
て
︑
讓
^
の

風
を
增
さ
ん
こ
と
を
願
う


な
り
︒
豈
に
本
縣
と
地
方
と
深
く
幸
う


に
非
ざ
ら
ん
や
︒

知
休
寧
縣
事
吉
水
曾
乾
亨
書
す(17

)
︒

曾
乾
亨
は
︑
瓜
一
の
規
格
を
定
め
た
う
え
で
“
總
書
等
”
に
魚
鱗
册
を
印
刷
し
て
頒
行
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
︒
そ
れ
は
︑
事
產


�
の
變
R

に
あ
た
っ
て
各
自
が
魚
鱗
册
の
記
載
を
轉
寫
す
る
方
法
で
は
︑
費
用
が
嵩
む
た
め
に
︑
轉
寫
し
た
も
の
を


持
す
る
者
と


持
で
き
な
い
者
と

の
格
差
が
生
じ
て
し
ま
い
︑
事
產
紛
爭
の
事
實
`
査
が
困
難
に
な
る
事
態
に
	
慮
し
た
か
ら
で
あ
る
と
い
う
︒
曾
乾
亨
が
魚
鱗
册
を
出
版
し
て
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頒
行
さ
せ
る
?
圖
は
︑
事
產


�
の
共
a
の
證
據
を
付
與
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
︒

活
字
版
の
魚
鱗
册
が
殘
存
す
る
以
上
︑
こ
う
し
た
曾
乾
亨
の
�
想
が
實
現
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
︒
で
は
︑
曾
乾
亨
の
�
想
は
ど
の
よ

う
に
し
て
實
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
同
じ
く
活
字
版
で
あ
る
上
海
圖
書
館
藏
﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
五
都
八
圖
男
字

丈
量
保
�
﹄
(以
下
︑﹃
男
字
丈
量
保
�
﹄
と
略
記
す
る
)
の
卷
首
は
︑
二
五
都
八
圖
の
里
役
た
ち
︱
︱
圖
正

(一
名
)
・
里
長

(
一
〇
名
)
・
量
畫

(二
名
)
・
書
算

(二
名
)
の
�
違
を
載
せ
て
お
り
︑
曾
乾
亨
が
布
吿
し
て
か
ら
﹃
男
字
丈
量
保
�
﹄
の
頒
行
に
至
る
ま
で
の
經
雲
を
傳
え
る
︒

萬
曆
二
四
年

(一
五
九
六
)
一
〇
-
附
の
�
違
で
あ
る
︒
や
や
長
�
に
わ
た
る
が
引
用
し
よ
う
︒

縣
$
思
慮
す
る
に
︑
休
民
の
產
土
︑
分
法
繁
瑣
に
し
て
︑
基
墓

(宅
地
と
墓
地
)
價
重
く
︑
强
U
一
に
歸
す
る
に
難
き
が
似
し
︒
保
�
の

規
を
立
設
し
︑
序
�
を
印
發
し
︑
責
令
し
て
梓
に
鋟
み
て
裝
刷
せ
し
む
れ
ば
︑
形
跡
相
い
同
に
し
︑
c
奸
施
し
難
く
︑
是
非
辨
ず
べ
く
︑

私
を
容
る
る


な
し
︒
板
料
備
さ
に
成
り
︑
預
め
d
る
こ
と
數
里
︑
諸
人
古
今
初
め
て
e
こ
り
し
美
事
と
稱
贊
す
︒
嗣
い
で
稅
糧
未
だ
淸

な
ら
ざ
る
に
因
り
︑
槪
縣
査
對
す
る
も
︑
父
故
し
て
停
止
し
︑
役
を
f
き
て
農
に
歸
す
︒
復
た
思
え
ら
く
︑
淸
丈
千
載
の
奇
g
に
し
て
︑

同
板
の
保
�
傳
液
す
る
こ
と
永
世
な
れ
ば
︑
迺
ち
民
業
R
怨
の
本
︑
實
に
黃
册
契
稅
の
源
に
し
て
︑
僉
業
世
よ
守
る
に
慿
と
爲
し
︑
續
置

推
收
す
る
に
據
�
り
︑
人
戶
惰
り
て
虛
糧
す
る
無
く
︑
縣
總
i
N
す
る
に
維
�
り
︑
奸
猾
の
强
j
を
止
め
︑
奕
世
の
根
源
を
定
め
︑
實
に

Q
民
爲
り
︒
公
務
委
任
す
れ
ば
︑
克
く
k
え
る
を
得
ず
︒
心
を
秉
り
て
預
め
府
縣
に
l
し
︑
千
里
赴
き
て
撫
m
に
吿
し
︑
俱
に
批
を
蒙
り

て
縣
各
o
に
示
諭
し
て
d
る
を
准
す
︒
俯
し
て
思
う
に
︑
當
m
人
の
提
`
す
る
無
く
ん
ば
︑
焉
ぞ
能
く
槪
縣
a
行
せ
ん
や
︒
圖
正
の
原
丈

に
據
慿

よ

り
︑
册
底
を
査
對
し
︑
本
都
捌
圖
男
字
の
保
�
を
將
て
d
完
し
︑
該
圖
拾
排
の
業
戶
に
售
散
す
れ
ば
︑
諸
人
見
る
を
得
︑
毫
c
生

じ
難
し
︒
公
正
は
一
o
の
美
q
︑
經
d
は
永
\
の
液
傳
な
り
︒
惟
に
首
業
宜
し
く
辦
ず
べ
き
の
み
に
非
ず
し
て
︑
賢
能
の
善
事
︑
費
を
省

き
て
利
益
を
備
う
べ
し
︒
後
人
產
を
置
く
こ
と
金
を
積
む
が
如
き
に
t
り
︑
X
裔
卞
和
泣
玉
を
思
う
が
如
く
︑
古
今
の
寶
を
液
傳
す
︒
愚

茲
の
�
を
立
つ
る
も
︑
槪
邑
の
功
を
k
え
る
に
難
し
︒
特
だ
�
首
の
后
に
書
し
︑
o
都
の
俊
u
・
諸
賢
士
心
を
同
に
し
て
赤
幟
を
立
て
ん

こ
と
を
願
う
の
み
と
云
う
︒
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萬
曆
貳
拾
肆
年
孟
冬
-

;
す
︒

圖
正

汪
惟
忱

排
年

汪
本
仁

w
興

w
顯
繼

汪
繼
志

汪
銑

w
時
a

w
�
�

巴
高
隆

w
萬
里

王
璘

量
畫

巴
付
隆

w
廷
嵩

書
算

w
積
肆

王
同
仁

都

圖

に
給
與
し
て
收
執
せ
し
む
︒

(
丸
括
弧
內
は
引
用
者
の
G
釋(18
))

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
當
初
︑
印
刷
し
た
魚
鱗
册
の
頒
行
は
“
數
里
”
の
範
圍
で
實
現
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
︒
し
か
し
︑
印
刷
し
た
魚
鱗
册

は
事
產


�
の
證
據
と
な
り
︑
不
正
行
爲
を
抑
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
里
役
た
ち
に
も
/
識
さ
れ
て
お
り
︑
そ
の
後
︑
里
役
た
ち
が
府
・
縣
︑

さ
ら
に
は
z
撫
・
分
守
m
へ
{
願
し
︑
改
め
て
縣
の
許
可
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
二
五
都
八
圖
で
は
萬
曆
二
四
年
一
〇
-
に
印
刷
し
た
魚
鱗

册
が
頒
行
さ
れ
た
︒
魚
鱗
册
の
印
刷
と
頒
行
は
︑
里
レ
ヴ
ェ
ル
の
責
任
で
行
な
わ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
印
刷
し
た
魚
鱗
册
の
頒
行
は
︑

曾
乾
亨
の
?
志
だ
け
で
な
く
︑
里
役
た
ち
の
理
解
と
活
動
を
俟
っ
て
實
現
し
た
︒

い
ま
一
つ
G
目
し
て
お
く
べ
き
は
︑
印
刷
し
た
魚
鱗
册
が
二
五
都
八
圖
の
人
戶
に
販
賣
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
︒
右
の
�
料
か
ら
窺
え
る

の
は
魚
鱗
册
を
販
賣
し
た
事
實
に
と
ど
ま
る
が
︑
黃
忠
鑫
氏
に
よ
れ
ば
︑
�
州
�
書
の
な
か
に
は
魚
鱗
册
が
人
民
の
閒
で
賣
買
さ
れ


持
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
傳
え
る
も
の
が
存
在
す
る
︒
上
海
圖
書
館
藏
﹃
槐
溪
張
氏
茂
荊
堂
田
契
册
﹄
一
册

(線
�
五
六
三
五
九
八
號
)
に
收
錄
さ
れ
た
崇
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禎
一
四
年

(一
六
四
一
)
九
-
一
五
日
附
の
合
同
�
書
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
張
尙
涌
・
張
之
~
・
張
之
問
の
三
名
が
休
寧
縣
七
都
一
圖
の
魚

鱗
册

(“
夜
字
號
册
”)
一
部
と
七
都
三
圖
の
魚
鱗
册

(“
果
字
號
册
”)
二
部
を
共
同
で
�
入
し
て
保
管
す
る
こ
と
を
取
り
決
め
て
い
る
︒
因
み
に
︑

計
三
部
の
魚
鱗
册
の
�
入
に
)
し
た
費
用
は
四
兩
五
錢

(魚
鱗
册
三
部
自
體
は
三
兩
六
錢
で
あ
り
︑
�
入
に
附
隨
す
る
諸
經
費
を
含
む
)
で
あ
っ
た(19

)
︒

張
尙
涌
ら
三
名
が
共
同
�
入
し
た
魚
鱗
册
は
︑
合
同
�
書
の
日
附
か
ら
萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册
と
B
斷
し
て
ま
ち
が
い
な
い
︒
こ
の
よ
う
に
︑

休
寧
縣
で
は
知
縣
曾
乾
亨
や
二
五
都
八
圖
の
里
役
た
ち
が
企
圖
し
た
と
お
り
︑
萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册
が
人
民
の
側
で
も
事
產


�
の
證
據

物
件
と
し
て


持
さ
れ
て
い
た
︒

以
上
に
よ
っ
て
︑
休
寧
縣
の
萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册
に
出
版
さ
れ
た
も
の
が
存
在
す
る
理
由
は
�
ら
か
だ
ろ
う
︒
出
版
さ
れ
た
魚
鱗
册
は
︑

二
八
都
五
圖
の
里
役
た
ち
が
?
圖
し
た
よ
う
に
永
く
液
傳
し
︑
現
代
の
我
わ
れ
ま
で
が
目
に
す
る
も
の
と
な
っ
た
︒
關
�
し
て
﹃
得
字
丈
量
保

�
﹄
の
記
載
の
信
憑
性
に
觸
れ
て
お
こ
う
︒
素
材
と
な
る
の
は
︑
高
橋
芳
郞
氏
が
�
代
の
裁
B
プ
ロ
セ
ス
を
詳
細
に
傳
え
る
稀
少
な
�
料
と
し

て
論
じ
た
上
海
圖
書
館
藏
﹃
著
存
�
卷
集
﹄
一
卷
で
あ
る(20

)
︒﹃
著
存
�
卷
集
﹄
は
︑
萬
曆
一
〇
年
=
後
に
著
存
觀
と
い
う
祠
觀
を
め
ぐ
っ
て
︑

休
寧
縣
の
金
氏
一
族
と
陳
氏
一
族
が
行
な
っ
た
爭
訟
の
記
錄
で
あ
り
︑
結
果
"
に
t
訴
し
た
金
氏
が
爭
訟
の
一
件
書
類
を
入
手
し
て
版
刻
し
た

も
の
で
あ
る
︒
金
氏
一
族
の
居
�
地
は
一
一
都
三
圖
︑
陳
氏
一
族
の
居
�
地
は
二
七
都
一
圖
で
あ
り
︑
爭
點
と
な
っ
た
著
存
觀
は
二
七
都
五
圖

內
に
あ
り
︑
そ
の
事
產
は
二
七
都
に
散
在
し
て
い
た
︒
ま
さ
に
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
時
D
・
地
域
を
一
に
し
た
�
料
で
あ
る
︒
爭
訟
の
中
心

と
な
っ
た
金
氏
の
金
革
孫
︑
陳
氏
の
陳
富
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
︑﹃
著
存
�
卷
集
﹄
が
傳
え
る
爭
訟
關
係
者
や
二
七
都
の
圖
正
・
里
長
は
︑
二

七
都
五
圖
の
事
產
の


�
人
戶
と
し
て
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
に
記
載
さ
れ
て
い
る(21

)
︒
ま
た
︑
休
寧
縣
・
�
州
府
と
も
に
審
理
の
�
w
で
魚
鱗
册

を
事
實
`
査
の
重
)
證
據
と
し
て
お
り(22

)
︑
金
氏
と
陳
氏
も
魚
鱗
册
の
0
報
を
自
ら
の
正
當
性
の
根
據
と
し
て
活
用
し
て
い
る
︒
萬
曆
一
二
年

(一
五
八
七
)
三
-
一
六
日
︑
t
訴
し
た
金
氏
の
金
革
孫
は
縣
の
册
籍
の
改
正
を
求
め
て
“
怨
册
”=

萬
曆
九
年
丈
量
の
魚
鱗
册

(ほ
か
で
も
な
い

﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄)
の
字
號
數
・
土
名
・
實
測
面
積
の
0
報
を
�
州
府
に
提
出
し
た(23

)
が
︑
そ
の
0
報
は
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
と
一
致
す

る
︒
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
は
信
賴
に
足
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
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つ
づ
い
て
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
關
係
に
つ
い
て
檢
討
し
よ
う
︒
=
違
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
は
休
寧
縣

二
七
都
五
圖
に


屬
す
る
人
戶
の
す
べ
て
の


�
事
產
の
0
報
︱
︱
二
七
都
五
圖
以
外
の
都
圖
に


在
す
る


�
事
產
を
も
含
む
0
報
を
記

載
し
た
魚
鱗
册
關
係
�
書
で
あ
る
か
ら
︑
記
載
內
容
の
根
據
と
な
っ
た
の
は
二
七
都
五
圖
の
魚
鱗
册=

﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
を
は
じ
め
︑
二
七

都
五
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
事
產
が


在
し
た
都
圖
の
魚
鱗
册
の
記
載
0
報
で
あ
る
︒
そ
う
で
あ
れ
ば
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
と
﹃
歸
戶
親

供
册
﹄
が
記
載
す
る
0
報
は
一
致
し
て
よ
い
︒
だ
が
︑
少
數
で
は
あ
る
も
の
の
︑
兩
者
の
記
載
0
報
が
一
致
し
な
い
場
合
︱
︱
『得
字
丈
量
保

�
﹄
に


�
事
產
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
て
も
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
が
見
ら
れ
る
︒
そ
の
一
覽
は
︻
表
2
︼
に

示
す
と
お
り
で
あ
る
︒
計
八
戶
の
計
三
四
號
︑
二
八
・
五
五
六
〇
稅
畝
の
事
產
が
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
で


�
事
產
と
さ
れ
て
い
て
も
︑﹃
歸

戶
親
供
册
﹄
で
は


�
事
產
と
さ
れ
て
い
な
い
︒

こ
の
八
戶
に
つ
い
て
﹃
萬
曆
二
七
都
五
圖
黃
册
底
籍
﹄
萬
曆
一
〇
年
册
の
開
除
・
轉
除
の
項

(大
d
ま
で
の
一
〇
年
閒
に
喪
失
し
た
人
口
・
事
產

を
記
す
項
)
の
記
載
を
確
/
す
る
と
︑
い
ず
れ
の
人
戶
も
萬
曆
九
年
・
一
〇
年
に
事
產
を
賣
却
し
て
い
た
︒
た
と
え
ば
︑
一
六
號
︑
一
七
・
一

四
六
〇
稅
畝
と
一
致
し
な
い
事
產
額
が
�
も
多
い
第
一
甲
の
謝
社
戶
の
場
合
︑
萬
曆
九
年
に
二
七
都
五
圖
三
甲


屬
の
朱
淸
戶
︑
五
都
一
〇
圖



屬
の
汪
世
榮
戶
・
吳
世
隆
戶
に
計
二
六
・
九
八
三
〇
稅
畝
の
田
・
地
を
賣
却
し
て
い
る
︒
萬
曆
九
年
に
賣
却
し
た
事
產
の
總
額
が
一
七
・
一

四
六
〇
稅
畝
を
大
き
く
上
囘
る
の
は
︑
同
年
八
-−

一
一
-
の
丈
量
以
=
に
賣
却
し
た
事
產
を
含
む
た
め
だ
ろ
う
︒
と
す
れ
ば
︑﹃
得
字
丈
量

保
�
﹄
と
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
記
載
の
齟
齬
は
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
作
製
後
に
事
產
!
易
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
︑﹃
歸

戶
親
供
册
﹄
の
記
載
內
容
は
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
0
報
そ
の
も
の
で
は
な
く
︑
丈
量
後
に
行
な
わ
れ
た
事
產
!
易
の
結
果
を
反
映
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
內
容
の
作
成
時
D(24

)
も
︑
萬
曆
九
年
丈
量
の
直
後
で
は
な
く
︑
丈
量
か
ら
黃
册
萬
曆

一
〇
年
册
が
I
纂
さ
れ
る
ま
で
の
閒
の
時
D
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
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表 2 『得字丈量保�』と『歸戶親供册』の記載が一致しない事產

※丸括弧內のゴシック數字は事產の號數を示す。

第 1甲

王 茂 (里長) 田 3 號 2.4110稅畝 (685下田，778上田，978下田)
地 3號 1.1600稅畝 (85下下地，293上墳地，2405中地)
計 6 號 3.5710稅畝

謝 社 田 16 號 17.1460 稅畝 (35 中田，38 下田，40 中田，87 下田，95 下
田，137 中田，162 下田，167 下田，168 下
田，298 上田，330 下田，367 下田，380 中
田，382中田，413上田，443中田)

計 16 號 17.1460稅畝

第 4甲

王 時 (里長) 田 1 號 0.8840稅畝 (1876上田)
地 1號 0.2190稅畝 (2274下地)
計 2 號 1.1030稅畝

第 5甲

陳 違 (里長) 田 3 號 2.5980稅畝 (917下田，2251中田，2682中田)
地 1號 0.0560稅畝 (1483下地)
計 4 號 2.6540稅畝

陳 宜 田 1號 1.6890稅畝 (1013上田)
計 1 號 1.6890稅畝

第 7甲

王齊興 (里長) 田 1 號 0.8600稅畝 (1883上田)
地 2號 0.3900 (749下下地，2455中地)
計 3 號 1.2500稅畝

第 10 甲

金萬政 (里長) 山 1 號 0.6000稅畝 (696山)
計 1 號 0.6000稅畝

陳 祥 田 1號 0.5430稅畝 (1040下田)
計 1 號 0.5430稅畝

計 34 號 28.5560稅畝 (田 26 號 26.1310稅畝，地 7號 1.8250稅畝，山 1 號 0.6000稅畝)



三

休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の
事
產


�
狀
況

こ
れ
ま
で
の
檢
討
に
よ
っ
て
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
と
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
を
分
析
す
る
條
件
が
�
っ
た
︒
兩
者
の
記
載
を
も
と
に
︑

休
寧
縣
二
七
都
五
圖
に
お
け
る
事
產


�
の
分
布
狀
況
を
探
ろ
う
︒

『歸
戶
親
供
册
﹄
は
︑
二
七
都
五
圖
に


屬
す
る
人
戶
の
す
べ
て
の


�
事
產
の
0
報
を
記
載
す
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ
に
基
づ
け
ば
︑



屬
す
る
各
人
戶
の


�
事
產
額
︑


�
事
產
の
分
布
狀
況
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
だ
が
︑
紙
幅
の
關
係
上
︑
こ
こ
で
は
各
人
戶
の


�
事

產
額
と
分
布
狀
況
に
關
す
る
デ
ー
タ
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
︒
各
人
戶
の


�
事
產
額
と
分
布
狀
況
を
整
理
し
た
デ
ー
タ
は
︑
別
稿
で
提

示
し
た(

25
)

の
で
︑
そ
ち
ら
を
參
照
さ
れ
た
い
︒
な
お
︑
第
一
違
で
觸
れ
た
よ
う
に
︑
魚
鱗
册
で
一
つ
の
字
號
を
附
さ
れ
た
事
產
が
複
數
の
人
戶

に
よ
っ
て


�
さ
れ
る
場
合
が
あ
る

(一
一
四
頁
の
︻
圖
3
︼
の
例
を
參
照
)
た
め
︑
以
下
︑


�
事
產
數
に
つ
い
て
は
︑
號
で
は
な
く
坵
を
單

位
に
表
記
す
る

(複
數
の
人
戶
に
よ
っ
て


�
さ
れ
る
場
合
︑
號
を
附
さ
れ
た
事
產
を
重
複
し
て
計
算
す
る
こ
と
に
な
る
た
め
︑
坵
數
は
號
數
よ
り
も
多
く

な
る
)
︒

二
七
都
五
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
事
產
の
分
布
に
つ
い
て
は
︑
欒
成
顯
氏
が
�
體
"
傾
向
を
�
ら
か
に
し
て
い
る(26

)
が
︑
よ
り
詳
し
い
デ
ー

タ
を
示
そ
う
︒︻
表
3
︼
は
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
が
記
す
各
人
戶
の


�
事
產
に
關
す
る
0
報
を
も
と
に
︑
二
七
都
五
圖


屬
人
戶
の


�
事
產

が
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
た
か
を
一
覽
に
し
た
も
の
で
あ
る(27

)
︒
二
七
都
內
に


�
し
た
事
產
と
二
七
都
以
外
の
都
・
隅(28

)

(他
の
都
・
隅
)
に



�
し
た
事
產
と
に
大
き
く
區
分
し
︑
さ
ら
に
都
圖
ご
と
に
整
理
し
︑


�
事
產
の
坵
數
と
稅
畝
額
を
示
し
て
い
る
︒
丸
數
字
は
︑
二
七
都
五

圖
の
な
か
の


屬
す
る
甲
を
示
す
︒
二
七
都
五
圖
の
①
の
箇


を
例
と
し
て
表
の
見
方
を
確
/
す
れ
ば
︑
こ
れ
は
二
七
都
五
圖
の
第
一
甲
に



屬
す
る
人
戶
が
二
七
都
五
圖
內
に
六
二
五
坵
︑
四
二
六
・
一
五
一
三
稅
畝
の
事
產
を


�
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
ま
た
他
の
都
・
隅

の
一
都
一
圖
の
箇


に
つ
い
て
表
の
見
方
を
確
/
す
れ
ば
︑
二
七
都
五
圖
の


屬
人
戶
が
一
都
一
圖
內
に
六
坵
︑
〇
・
八
八
七
〇
稅
畝
の
事
產

を


�
し
︑
し
か
も
第
七
甲
に


屬
す
る
人
戶
が
そ
の
す
べ
て
を


�
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
︒
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表 3 27都 5 圖
屬人戶
�事產分布一覽

※丸數字は
屬の甲を示す。

27都 6104坵 2862.1296稅畝 (坵：91.31%，稅畝 90.95%)

27都

5 圖 2984坵 1436.0670稅畝 (坵：44.64%，稅畝 45.63%)
①：625坵 426.1513，②：943坵 277.9924，③：27坵 12.2254，④：126坵 66.5610，
⑤：230坵 158.1900，⑥：50坵 21.2480，⑦：192坵 96.3130，⑧：224坵 100.5060，
⑨：125坵 37.9890，⑩：442坵 238.8909

1 圖 1175坵 802.2265稅畝
①：251坵 212.9692，②：20坵 10.0410，③：474坵 316.2581，④：16坵 6.3040，
⑤：160 坵 101.8610，⑥：97 坵 37.8385，⑦：17 坵 17.1800，⑧：98 坵 68.8510，
⑨：18坵 8.0620，⑩：24坵 22.8617

3 圖 476坵 183.4397稅畝
①：27 坵 2.9250，②：93 坵 24.9349，③：4 坵 0.6590，④：174 坵 55.7190，
⑥：138坵 90.1130，⑧：3坵 0.1430，⑨：11坵 0.6400，⑩：26坵 8.3058

6 圖 1469坵 440.3964稅畝
①：3坵 0.2180，②：42坵 10.6470，③：123坵 32.4093，④：276坵 62.4850，
⑥：878坵 275.7751，⑧：65坵 22.6530，⑩：82坵 36.2090

他の都・隅 581坵 284.8159稅畝 (坵：8.69%，稅畝：9.05%)

1都

1 圖 6坵 0.8870稅畝 (⑦：6坵 0.8870)

2 圖 2坵 0.2540稅畝 (①：2坵 0.2540)

6 圖 2坵 0.7390稅畝 (①：1坵 0.6490，⑦：1坵 0.0900)

7 圖 1坵 0.0300稅畝 (⑩：1坵 0.0300)

2都 2 圖 1坵 0.5300稅畝 (①：1坵 0.5300)

3都

1 圖 9坵 2.5690稅畝 (⑨：9坵 2.5690)

2 圖 19坵 10.8370稅畝 (①：3坵 1.9360，④：2坵 1.1310，⑦ 14坵 7.7700)

4 圖 3坵 2.2700稅畝 (⑦：3坵 2.2700)

5 圖 39坵 22.7920稅畝 (②：3坵 0.0970，④：1坵 1.0000，⑥：5坵 1.0490，
⑦：17坵 11.6980，⑩：13坵 8.9480)

6 圖 59坵 50.6500稅畝 (①：3坵 4.1460，④：9坵 7.1600，⑥：5坵 3.9430，
⑦：35坵 29.4660，⑩：7坵 5.9350)

7 圖 6坵 3.5990稅畝 (④：6坵 3.5990)

8 圖 16坵 7.4060稅畝 (①：7坵 3.9890，⑥：1坵 0.1900，⑧：7坵 2.1000，
⑩：1坵 1.1270)

9 圖 6坵 3.1000稅畝 (①：3坵 0.6640，⑦：3坵 2.4360)

10圖 19坵 12.0660稅畝 (①：1坵 0.1350，②：1坵 0.0980，⑥：2坵 3.6720，
⑦：9坵 6.1150，⑧：1坵 0.1800，⑩：6坵 2.0010)

4都

2 圖 2坵 0.0550稅畝 (④：2坵 0.0550)

4 圖 1坵 1.5000稅畝 (④：1坵 1.5000)

7 圖 1坵 0.0350稅畝 (⑧：1坵 0.0350)

9 圖 3坵 2.2425稅畝 (①：2坵 1.1125，⑦：1坵 1.1300)

11 圖 1坵 0.1650稅畝 (④：1坵 0.1650)

5都 10 圖 1坵 0.2500稅畝 (⑦：1坵 0.2500)
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表 3 27都 5 圖
屬人戶
�事產分布一覽 (続き)

※丸數字は
屬の甲を示す。

8都 3 圖 3坵 0.2700稅畝 (⑩：3坵 0.2700)

11都 1 圖 3坵 0.2000稅畝 (⑥：3坵 0.2000)

3 圖 64坵 40.6780稅畝 (①：15坵 11.5700，②：2坵 0.9720，③：4坵 1.2250，
④：7坵 4.6510，⑤：2坵 0.6000，⑥：18坵 8.3940，
⑦：1坵 1.5000，⑨：10坵 5.5320，⑩：5坵 6.2340)

13都

1 圖 18坵 4.5900稅畝 (①：16坵 4.4400，⑨：2坵 0.1500)

2 圖 2坵 0.5240稅畝 (⑨：2坵 0.5240)

3 圖 53坵 22.4800稅畝 (⑨：53坵 22.4800)

4 圖 78坵 16.8960稅畝 (⑨：78坵 16.8960)

14都

5 圖 1坵 0.0640稅畝 (⑦：1坵 0.0640)

7 圖 4坵 2.3650稅畝 (②：1坵 0.0320，⑥：1坵 1.1530，⑩：2坵 1.1800)

8 圖 1坵 0.5300稅畝 (④：1坵 0.5300)

9 圖 5坵 0.5330稅畝 (⑦：5坵 0.5330)

17都
1 圖 1坵 0.5200稅畝 (⑦：1坵 0.5200)

7 圖 1坵 0.3260稅畝 (⑧：1坵 0.3260)

24都 2 圖 24坵 2.4850稅畝 (③：24坵 2.4850)

26都

1 圖 1坵 0.4500稅畝 (④：1坵 0.4500)

2 圖 35坵 21.5640稅畝 (①：3坵 1.0020，③：7坵 2.4680，⑤：2坵 1.8810，
⑥：6坵 5.1780，⑩：17坵 11.0350)

4 圖 3坵 0.5520稅畝 (③：1坵 0.3680，⑧：2坵 0.1840)

5 圖 74坵 41.4854稅畝 (①：31坵 16.6024，③：15坵 8.5440，⑤：6坵 2.8280，
⑥：1 坵 0.0200，⑧：13 坵 11.4280，⑨：7 坵 1.0630，
⑩：1坵 1.0000)

29都 4 圖 6坵 2.8650稅畝 (②：6坵 2.8650)

30都 1 圖 2坵 0.3570稅畝 (⑦：1坵 0.2600，⑧：1坵 0.0970)

31都 3 圖 1坵 0.2400稅畝 (⑨：1坵 0.2400)

西南隅 1 圖 4坵 2.8650稅畝 (②：4坵 2.8650)

�體 6684坵 3146.6955稅畝
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表 4 27都 5 圖內の事產を
�する他圖
屬人戶

※戶丁が
�$體とされる事產も總戶のもとに集計し，丸括弧內に戶丁の
�事產の
坵數を示した。■はB讀不能を示す。

27都 1 圖

83戶 1779坵
陳興 456坵 (戶丁：富 130坵，鳳 66坵，玉 50坵，正陽 43坵，潤德 33坵，壽
14坵，祀 7坵，奇 3坵，潤潯 2坵，仁壽 1坵，t保 1坵，�富 1坵，良 1坵，
奉 1 坵，四郞 1 坵，保 1 坵，希 1 坵)，王� 231 坵 (戶丁：淮 14 坵，詔 10
坵，浦 7 坵，濟 7 坵，梁 5 坵，洌 5 坵，沐 4 坵，良 4 坵，表 4 坵，誥 3 坵，世
民 3坵，檟 2坵，本 2坵，元 1坵，應 1坵，軒 1坵，廷禎 1坵，�1 1坵，滾
1 坵，俊� 1 坵，舜 1 坵，■鮮 1 坵)，陳振� 157 坵 (戶丁：階 63 坵，映 28
坵，春茂 9 坵，軒 4 坵，椿茂 2 坵，� 1 坵，生 1 坵)，陳寓祿 124 坵 (戶丁：
潯 39坵，浩 19坵，皐 15坵，湯 12坵，敬 10坵，貫 7坵，慶 7坵，祿 7坵，椿
6坵，儒 5坵，象 5坵，標 5坵，� 4坵，m 4坵，逵 4坵，濟 4坵，九 3坵，礎
3坵，陽 3坵，顯亮 2坵，洩 3坵，礎 3坵，怨 3坵，濱 2坵，邁 1坵，常 1坵，
成 1坵，� 1坵，階 1坵，虎 1坵，萬 1坵，富 1坵，日 1坵)，陳天相 106坵
(戶丁：祖陽 15坵，重陽 13坵，奉陽 4坵，淮陽 2坵，鳳陽 2坵，持陽 1坵，
東陽 1 坵，應鍾 1 坵，春太 1 坵，春陽 1 坵)，陳岩求 77 坵 (戶丁：仁壽 20
坵，應軫 11坵，應亢 6坵，應珮 5坵，應張 5坵，應晉 4坵，應� 4坵，應樓 3
坵，應武 2坵，應光 1坵，社澤 1坵，仁倍 1坵，應眞 1坵，子■ 1坵)，陳法
65 坵 (戶丁：社記 18 坵，岩� 1 坵)，著存觀 44 坵 (呂尙弘 6 坵，張時順 4
坵，義潯 1 坵)，汪� 43 坵 (戶丁：尙 5 坵，滿 5 坵，�元 1 坵，松 1 坵)，陳
本 42坵 (戶丁：社澤 18坵)，陳晉 27坵 (戶丁：壽 1坵，仁元 1坵)，吳�法
22坵 (戶丁：�付 14坵，�盛 1坵)，wm華 21坵 (戶丁：1潯 4坵)，陳龍
生 20坵，陳嘉 17坵 (戶丁：言 2坵，尙禮 1坵，上禮 1坵)，陳�討 17坵，陳
� 15坵 (戶丁：軒 7坵)，陳學 15坵，朱� 15坵 (戶丁：源 2坵，本 1坵，良
玉 1坵)，陳鋾 14坵，陳天盛 14坵 (戶丁：�1 7坵，天護 3坵，天賜 1坵)，
陳時陽 13坵，陳善 13坵，陳円忠 13坵 (戶丁：言 1坵)，陳積社 13坵，陳應
時 13 坵，陳長 13 坵，陳光儀 12 坵，朱得眞 12 坵，朱法 11 坵 (戶丁：昹 1
坵，元厰 1坵)，汪希 11坵，陳天玘 9坵 (戶丁：天壽 5坵，天雲 1坵)，陳亮
8坵，陳相 8坵，陳�燦 8坵 (戶丁：生 7坵)，陳� 5坵，陳寄得 5坵，朱汝
� 4 坵 (戶丁：濟 1 坵)，陳大 4 坵，朱天生 4 坵 (戶丁：�方 3 坵)，陳貴 4
坵，�才 3坵，汪志 2坵，朱永t 2坵 (戶丁：天錫 1坵)，陳t祐 2坵，陳三
同 2坵，陳1 2坵，吳天志 2坵，陳齊龍 2坵，周1 2坵，陳玉壽 2坵，陳岩祐
2坵，黃雲 2坵，陳� 1坵，陳槓社 1坵，朱得信 1坵，陳鶴 1坵，陳球 1坵，
朱友 1坵 (戶丁：�得 1坵)，王齊韻 1坵，朱�廣 1坵，w金成 1坵，陳堅 1
坵，陳應元 1坵，汪鑑 1坵，陳三得 1坵，陳�付 1坵，汪齊順 1坵，葉龍 1坵
(戶丁：黑龍 1坵)，陳液 1坵，陳二同 1坵，陳�志 1坵，汪禧 1坵，陳天付 1
坵，朱自方 1坵 (戶丁：玄護 1坵)，汪本亨 1坵，w羅 1坵，畢潯個 1坵，汪
琰 1坵，陳岩才 1坵，陳時1 1坵，w�法 1坵 (戶丁：盛)，金聚海 1坵

27都 3 圖
3戶 11坵
朱玄貴 7坵，金萬� 3坵，朱持金 1坵

27都 6 圖
9戶 27坵
陳甫 8 坵，陳付 5 坵，陳� 4 坵，李福 4 坵，金�祥 2 坵，汪天祿 1 坵，
味春 1坵，汪得祐 1坵，金齊 1坵 27都他圖
屬人戶：95戶 1817坵

西北隅 1 圖
2戶 7坵
蘇叔武 6坵，汪t 1坵
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表 4 27都 5 圖內の事產を
�する他圖
屬人戶 (続き)

西南隅 2 圖
1戶 1坵
巴麟 1坵

3都 6 圖
1戶 1坵
吳玘 1坵

8都 1 圖
1戶 1坵
葉龍 1坵

8都 4 圖
1戶 1坵
陳社 1坵

11都 1 圖
2戶 2坵
汪班 1坵，李周討 1坵

11都 3 圖

43戶 226坵
金桐竹 84坵，金經衞 17坵，金湛英 12坵，金神護 12坵，金以用 11坵 (戶
丁：�靈 2 坵，汝吉 1 坵，慈 1 坵)，金革孫 10 坵，金子厚 7 坵，金�獻 7
坵，金可儀 5 坵，金汝鍇 5 坵，汪國英 4 坵 (戶丁：�春 1 坵)，金應陞 4
坵，金汝賢 4 坵，金一詔 3 坵，吳小保 3 坵 (戶丁：本靜 2 坵)，金初孫 3
坵，金q孫 2坵，金� 2坵，金澤民 2坵，金應昻 2坵，金繼宗 2坵，金守1
2坵，金齊 2坵 (戶丁：浩龍 1坵)，汪本靜 2坵，金仲和 1坵，金+功 1坵，
嚴義眞 1坵，金四個 1坵，金求英 1坵，金攀龍 1坵，金龍� 1坵，金仲治 1
坵，倪�樂 1坵，金王陞 1坵，金儒 1坵，汪尙楷 1坵，金景付 1坵，金應元
1坵，w珊 1坵，金顯祐 1坵，金廷黃 1坵，羅岩付 1坵，金廷淑 1坵

13都 2 圖
1戶 6坵
w� 6坵 (戶丁：�林 1坵)

13都 4 圖
2戶 2坵
戴時 1坵，吳鎡凰 1坵

21都 1 圖
1戶 5坵
吳辛福 5坵

26都 4 圖
4戶 13坵
洪雲相 4坵，洪違和 4坵，吳大法 4坵，朱允升 1坵

26都 5 圖
1戶 18坵
汪登源 18坵

30都 1 圖
3戶 8坵
陳�宗 5坵，陳� 2坵，陳邦 1坵 他都
屬人戶：63戶 291坵

�體：158 戶 2108 坵 (他圖人戶が
�する地番＝號の比�は，1879 號/3532 號=

53.20 %)
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︒︻
表
4
︼
か
ら
分
か
る
よ
う
に
︑
二
七
都
五
圖
內
の
事
產
を


�
し
た
他
圖


屬
人
戶

は
計
一
五
八
戶
で
あ
り
︑
二
七
都
以
外
で
は
三
都
・
八
都
・
一
一
都
・
一
三
都
・
二
一
都
・
二
六
都
・
三
〇
都
・
西
北
隅
・
西
南
隅
︱
︱
計

七
つ
の
都
と
二
つ
の
隅
の
圖
に


屬
す
る
人
戶
が


�
し
て
い
た
︒
こ
の
人
戶
數
は
︑
戶
丁
で
は
な
く
︑
册
籍
上
の
人
戶
の
數
で
あ
る
︒
二
七

都
五
圖
の
事
產
を


�
す
る
他
圖


屬
人
戶
︱
︱
一
五
八
戶
の
う
ち
二
七
都
一
圖
の


屬
人
戶
が
八
三
戶
と
五
二
・
五
三
％
を
占
め
︑
他
圖



屬
人
戶
が


�
す
る
二
一
〇
八
坵

(先
営
の
よ
う
に
︑
一
つ
の
號
の
事
產
を
複
數
の
人
戶
が


�
す
る
場
合
が
あ
る
た
め
︑
號
數
よ
り
も
坵
數
が
多
く

な
る
)
の
う
ち
八
四
・
三
九
％
に
あ
た
る
一
七
七
九
坵
を
二
七
都
一
圖


屬
人
戶
が


�
し
て
い
た
︒
因
み
に
︑
=
違
で
觸
れ
た
﹃
著
存
�
卷

集
﹄
に
よ
れ
ば
︑
二
七
都
圖
內
に
�
も
多
く
の
事
產
を


�
し
た
陳
興

(四
五
六
坵
を


�
)
は
都
正
を
務
め
た
人
戶
で
あ
り
︑
ほ
か
に
多
く

の
事
產
を


�
し
た
王
�
(二
三
一
坵
を


�
)
・
陳
振
�
(一
五
七
坵
を


�
)
・
陳
天
相

(
一
〇
六
坵
を


�
)
・
陳
岩
求

(
七
七
坵
を


�
)
は

里
長
戶
で
あ
っ
た(32

)
︒

先
の
︻
表
3
︼
に
示
し
た
よ
う
に
︑
二
七
都
五
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
二
七
都
一
圖
內
の
事
產
も
︑
一
一
七
五
坵
︑
八
〇
二
・
二
二
六
五

稅
畝
︱
︱
二
七
都
五
圖


屬
人
戶
の
二
七
都
五
圖
以
外
に


�
す
る
事
產
の
う
ち
坵
數
で
三
一
・
七
六
％
︑
稅
畝
額
で
四
六
・
九
〇
％
に
の

ぼ
っ
た(

33
)

︒
二
七
都
の
な
か
で
も
五
圖
と
一
圖
に


屬
す
る
人
戶
の


�
事
產
は
き
わ
め
て
緊
密
に
分
布
し
て
い
た
と
い
え
る
︒
こ
う
し
た
二
七

都
五
圖
と
一
圖
の
緊
密
性
の
理
由
を
示
唆
す
る
の
は
︑
都
圖
�
書
の
記
載
で
あ
る
︒
都
圖
�
書
の
一
つ
安
�
省
圖
書
館
藏
﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役

備
覽
﹄
(二
：
三
〇
七
一
〇
號
)
は
︑
二
七
都
の
一
圖
・
二
圖
・
五
圖
の
魚
鱗
字
號
・
里
役
・
基
盤
と
な
っ
た
集
落
を
 
の
よ
う
に
傳
え
る
︒

廿
七
都
一
圖

必

男

廿
七
都
二
圖

必

M

效

一

王
尙
禮

上
里
橋

盈 下

一

朱

�

下
盈

二

宗
天
生

合
潭

干 水 冷

二

汪

雲

年
田

三

王
e
元

陳
村

三

朱

學

冷
水
干
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四

陳
世
祿

陳
村

岸 西 山 地 出

四

朱

魁

出
地
山

五

陳
天
相

陳
村

五

朱
德
祖

作
地
山

六

陳
世
�

陳
村

六

朱
正
昌

下
盈

七

汪

�

陳
村

七

汪

忠

下
盈

八

陳
正
茂

陳
村

八

葉

富

西
岸

九

w

�

�
査
干

九

朱
福
茂

下
盈

十

陳
德
茂

陳
村

十

朱

法

下
盈

廿
七
都
五
圖

得

效

良

村 陳

一

王

茂

陳
村

村 佃

二

朱

國

揚
冲

三

朱
學
源

下
盈

冲 揚

四

王
正
芳

陳
村

嶺 路 水

五

陳

違

陳
村

六

朱

貴

水
路
嶺

七

王
永
昌

陳
村

八

陳
元
和

陳
村

九

王
正
順

甲
首
金
來

十

金
正
茂

烟
冲

河
村

※
“
下
盈
”
は
霞
瀛
の
こ
と

(引
用
者
)
︒
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都
圖
の
下
に
記
さ
れ
る
千
字
�
は
圖
の
魚
鱗
字
號
で
あ
り
︑
そ
の
�
初
に
記
す
の
が
萬
曆
九
年
丈
量
で
附
さ
れ
た
魚
鱗
字
號
で
あ
る
︒
一
︱

十
の
漢
數
字
は
甲
を
示
し
︑
里
役
を
擔
う
人
戶
名
︑
甲
I
成
の
基
盤
と
な
っ
た
集
落
名
等
を
記
し
て
い
る
︒﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄
は
︑

淸
代
後
A
に
抄
寫
さ
れ
た
と
推
測
さ
れ(34

)
︑
�
末
萬
曆
年
閒
の
狀
況
を
直
接
傳
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
二
七
都
の
二
圖
は
︑
萬
曆
二
〇
年

(
一
五

九
二
)
に
一
圖
か
ら
增
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
萬
曆
九
年
に
は
存
在
せ
ず
︑
一
圖
と
一
體
で
あ
っ
た(35

)
︒
し
た
が
っ
て
︑
一
圖
と
二
圖
の
0
報

を
合
わ
せ
た
も
の
が
︑
萬
曆
九
年
段
階
の
二
七
都
一
圖
に
つ
い
て
と
な
る
︒
こ
う
し
た
制
2
性
が
あ
り
な
が
ら
も
︑
G
目
す
べ
き
は
︑
甲
I
成

の
基
盤
と
な
っ
た
集
落
に
關
す
る
記
載
で
あ
る
︒
二
七
都
の
一
圖
・
二
圖
・
五
圖
の
三
〇
甲
の
う
ち
︑
實
に
A
數
を
超
え
る
一
八
甲
が
陳
村
と

霞
瀛

(下
盈
)
を
基
盤
に
I
成
さ
れ
て
い
た

(陳
村
を
基
盤
と
し
た
も
の
が
一
二
甲
︑
霞
瀛
を
基
盤
と
し
た
も
の
が
六
甲
)
︒
し
て
み
れ
ば
︑
二
七
都
五

圖
と
一
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
事
產
の
分
布
の
緊
密
性
は
︑
兩
圖
と
も
に
陳
村
・
霞
瀛
と
い
う
集
落
に
居
�
す
る
人
戶
を
$
)
な
基
盤
と
し

て
I
成
さ
れ
た
こ
と
に
由
來
す
る
と
考
え
て
よ
い
︒

二
七
都
五
圖
と
一
圖
の
緊
密
性
に
く
わ
え
て
︑
二
七
都
五
圖
內
に
事
產
を


�
す
る
二
七
都
以
外
の
人
戶
が


屬
し
た
都
の
多
く
は
二
七
都

の
周
邊
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
に
も
︑
G
目
し
て
お
く
必
)
が
あ
る
︒
都
の
位
置
關
係
を
︻
圖
1
︼
で
確
/
さ
れ
た
い
︒
と
く
に
二
七
都
五
圖

內
の
事
產
を


�
す
る
人
戶
が
多
い
一
一
都
・
一
三
都
・
二
六
都
は
︑
二
七
都
に
¡
接
し
て
お
り
︑
河
川

(�
水
)
を
利
用
し
た
¢
來
が
可
能

な
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
た
︒

里
甲
I
成
の
$
)
基
盤
と
な
っ
た
集
落
を
共
に
す
る
二
七
都
五
圖
と
一
圖
の


屬
人
戶
が
相
互
に
兩
圖
內
の
多
額
の
事
產
を


�
し
て
お
り
︑

二
七
都
に
¡
接
す
る
都
圖
の


屬
人
戶
も
五
圖
內
の
事
產
を


�
し
て
い
た
と
い
う
事
實
︒
ま
た
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
か
ら
B
�
す
る
二
七
都

五
圖
人
戶
が
九
〇
％
を
超
え
る
事
產
を
二
七
都
內
に


�
し
て
い
た
と
い
う
事
實
︒
岸
本
美
緖
氏
は
︑
里
甲
制
體
制
が
解
體
に
む
か
う
一
六
世

紀
中
葉
以
影
の
顯
著
な
社
會
變
8
と
し
て
︑
都
(江
南
デ
ル
タ
の
場
合
は
都
を
も
と
に
し
た
區
)
と
い
う
o
村
の
完
結
"
な
生
活
範
圍
が
¤
れ
都
市

へ
の
人
口
液
入
が
e
き
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る(36

)
が
︑
こ
こ
で
�
ら
か
に
な
っ
た
事
產


�
分
布
の
事
實
は
︑
里
甲
制
體
制
が
解
體
に
む
か
う

ま
で
は
都
が
庶
民
の
生
活
圈
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
附
け
る
も
の
と
い
え
よ
う
︒
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お

わ

り

に

�
末
に
至
っ
て
も
里
甲
制
が
機
能
し
つ
づ
け
︑


屬
人
戶
の
ほ
と
ん
ど
が
自
ら
事
產
を


�
す
る
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の


�
事
產
の
分
布

は
︑
九
〇
％
を
超
え
る
事
產
を
二
七
都
內
に


�
し
て
お
り
︑
里
甲
I
成
の
$
)
基
盤
と
な
っ
た
集
落
を
共
に
す
る
一
圖
の


屬
人
戶
と
相
互

に
兩
圖
內
の
多
額
の
事
產
を


�
し
合
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︱
︱
こ
れ
が
小
論
の
さ
さ
や
か
な
結
論
で
あ
る
︒

行
論
の
な
か
で
見
た
よ
う
に
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
と
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
か
ら
二
七
都
五
圖


屬
人
戶
が


�
す
る
事
產
の
分
布
狀

況
︑
他
圖


屬
人
戶
に
よ
る
二
七
都
五
圖
內
の
事
產
の


�
狀
況
が
B
�
す
る
と
い
う
こ
と
は
︑
里=

圖
さ
ら
に
は
都
が
地
理
"
空
閒
を
も
っ

て
い
た
こ
と
︑
す
な
わ
ち
領
域
性
を
具
え
た
o
村
行
政
區
域
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
い
わ
ゆ
る
地
域
社
會
論
を
提
e
し
た
森
正

夫
氏
も
︑
都
と
里=

圖
を
﹁
一
定
の
具
體
"
な
地
理
"
界
限
を
と
も
な
っ
た
も
の
﹂
と
し
︑﹁
實
體
槪
念
の
地
域
社
會
﹂
の
一
つ
に
數
え
て
い

る(
37
)

︒
し
か
し
︑
o
村
行
政
組
織
で
あ
る
里=
圖
は
里
甲
制
の
施
行
當
初
か
ら
領
域
性
を
具
え
て
い
た
の
で
は
な
い
︒
欒
成
顯
氏
は
︑
南
宋
の
經

界
法
か
ら
洪
武
丈
量
に
至
る
ま
で
丈
量
作
業
と
土
地
臺
帳
作
製
の
單
位
は
都
保
制
の
保
で
あ
り
︑
�
代
の
都
の
も
と
に
は
戶
數
原
則
に
よ
っ
て

I
成
さ
れ
た
里=

圖
と
丈
量
作
業
・
魚
鱗
册
作
製
の
單
位
で
あ
っ
た
保
と
が
j
存
し
て
い
た
こ
と
を
�
ら
か
に
し
て
い
る
︒
保
に
代
わ
っ
て
里

=

圖
が
丈
量
作
業
・
魚
鱗
册
作
製
の
單
位
と
な
る
の
は
︑
ま
さ
に
張
居
正
の
丈
量
以
影
で
あ
り
︑
丈
量
作
業
と
魚
鱗
册
作
製
の
單
位
と
な
る
こ

と
を
俟
っ
て
は
じ
め
て
里=

圖
は
領
域
性
を
も
つ
に
至
っ
た(38

)
︒

こ
う
し
た
事
實
は
︑
同
じ
く
行
論
の
な
か
で
見
た
印
刷
し
た
魚
鱗
册
が
販
賣
さ
れ
人
民
の
閒
で


持
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
實
と
と
も
に
︑

o
村
行
政
組
織
や
土
地
臺
帳
の
性
格
を
再
檢
討
す
る
た
め
の
重
)
な
素
材
と
な
ろ
う
︒

『得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
內
容
自
體
に
つ
い
て
も
︑
さ
ら
な
る
檢
討
の
餘
地
が
殘
さ
れ
て
い
る
︒﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
記
載
の
特
N
で
あ

る
事
產
の
等
則
︑
佃
人
︑
ま
た
土
名
に
關
す
る
記
載
に
着
目
す
れ
ば
︑
二
七
都
五
圖
の
地
理
"
空
閒
の
具
體
"
な
あ
り
方
︑
肥
沃
な
事
產
の
分

布
狀
況
︑
租
佃
關
係
の
存
在
狀
況
な
ど
も
探
り
得
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒
小
論
は
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
ご
く
初
步
"
な
分
析
を
試
み
た
に
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と
ど
ま
る
︒
こ
れ
ら
の
問
題
の
檢
討
は
他
日
を
D
し
た
い(39

)
︒

�(1
)

拙
稿
﹁
�
代
里
甲
制
體
制
下
の
階
層
�
成

︱
︱
�
州
府
休
寧
縣

里
仁
東
o
二
七
都
五
圖
の
事
例
︱
︱
﹂
(伊

正
彥
I
﹃﹁
萬
曆
休

寧
縣
二
七
都
五
圖
黃
册
底
籍
﹂
の
世
界
﹄
二
〇
〇
九−

二
〇
一
一
年

度
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究

(C
)
硏
究
成
果
報
吿
書
︑
二
〇

一
二
年
)︒
た
だ
し
︑
任
官
者
・
讀
書
人
輩
出
人
戶
の
理
解
に
つ
い

て
は
︑
�
料
の
見
落
と
し
等
の
¥
り
が
あ
っ
た
た
め
︑
拙
稿
﹁﹃
�

代
里
甲
制
體
制
下
の
階
層
�
成
﹄
訂
¥

︱
︱
任
官
者
・
讀
書
人
輩

出
人
戶
を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂
(﹃
%
宋
變
革
硏
究
a
¦
﹄
六
︑
二
〇

一
五
年
)
で
訂
正
し
た
︒︻
表
1
︼
に
示
し
た
數
値
は
訂
正
を
ふ
ま

え
た
も
の
で
あ
る
︒

(2
)

欒
成
顯
﹁
萬
曆
九
年
淸
丈
歸
戶
親
供
册
﹂
(﹃
�
代
黃
册
硏
究
﹄
中

國
社
會
科
學
出
版
社
︑
一
九
九
八
年
︒
增
訂
本
︑
二
〇
〇
七
年
)︒

筆
者
自
身
は
︑
安
�
大
學
歷
�
系
・
�
學
硏
究
中
心
の
方
々
の
御
協

力
︑
黃
秀
英
氏

(副
館
長
)
を
は
じ
め
と
す
る
安
�
省
�
物
館
關
係

者
の
御
理
解
を
得
て
︑
二
〇
〇
九
年
九
-
と
二
〇
一
〇
年
九
-
に
大

田
由
紀
夫
・
楊
纓
兩
氏
と
と
も
に
﹃
萬
曆
九
年
淸
丈
二
七
都
五
圖
歸

戶
親
供
册
﹄
を
閱
覽
し
た
︒

(3
)

周
紹
泉

(岸
本
美
緖
譯
)﹁
�
州
�
書
の
分
類
﹂
(
怨
﹃
�
潮
﹄
三

二
︑
一
九
九
三
年
)︒

(4
)

休
寧
縣
で
は
萬
曆
九
年
の
丈
量
以
影
︑
稅
畝
制
が
§
用
さ
れ
た
︒

稅
畝
制
の
詳
細
は
︑
=
揭
;

(2
)
欒
論
�
一
四
八−

一
四
九
頁
を

參
照
︒
各
種
等
7
の
事
產
の
實
測
面
積

(步
)
を
一
稅
畝
に
奄
算
す

る
步
數
を
示
し
て
お
く
︒
一
等
正
地
：
三
〇
步
︑
二
等
正
地
：
四
〇

步
︑
三
等
正
地
：
五
〇
步
︑
上
田
：
一
九
〇
步
︑
中
田
：
二
二
〇
步
︑

下
田
：
二
六
〇
步
︑
下
下
田
：
三
〇
〇
步
︑
上
地
：
二
〇
〇
步
︑
中

地
：
二
五
〇
步
︑
下
地
：
三
五
〇
步
︑
下
下
地
：
五
〇
〇
步
︑
山
：

二
四
〇
步
︑
塘
：
二
六
〇
步
︒

(5
)

怨
收
と
は
怨
た
に
增
加
し
た
事
產
や
稅
糧
を
?
味
す
る
の
が
一
般

"
で
あ
り
︑
他
圖
に


在
す
る


�
事
產
を
怨
收
と
す
る
の
は
﹃
歸

戶
親
供
册
﹄
獨
自
の
表
現
で
あ
る
︒

(6
)

王
元
戶
に
關
す
る
記
載
に
は
︑
怨
收
の
項
と
實
在
の
項
の
稅
糧
額

の
記
営
に
食
い
©
い
が
あ
り

(“
麥
八
升
四
合
九
勺
”
と
“
麥
八
升

三
合
九
勺
”)
︑
ま
た
怨
收
の
項
の
山
の
事
產
額
の
總
計
と
實
在
の
項

の
山
の
事
產
額
が
一
致
し
な
い

(
怨
收
の
項
の
山
の
事
產
額
の
總
計

は
五
分
七
厘
五
毫
と
な
る
が
︑
實
在
の
項
の
山
の
事
產
額
は
五
分
七

厘
八
毫
と
記
す
)
と
い
っ
た
問
題
點
が
あ
る
が
︑﹃
歸
戶
親
供
册
﹄

の
記
載
樣
式
を
確
/
す
る
こ
と
が
目
"
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は

﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
記
載
の
ま
ま
引
用
し
て
お
く
︒

(7
)

安
�
省
圖
書
館
藏
﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄
(二
：
三
〇
七
一

〇
號
)︒

(8
)

=
揭
;

(
3
)
周
論
�
︒

(9
)

欒
成
顯
﹁
弘
治
九
年
抄
錄
魚
鱗
歸
戶
號
�
考
﹂
(﹃
�
�
硏
究
﹄
一
︑
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一
九
九
一
年
)︑
同
﹁
洪
武
魚
鱗
圖
册
考
實
﹂
(﹃
中
國
�
硏
究
﹄
二

〇
〇
四
年
第
四
D
)︒

(10
)

安
�
省
圖
書
館
藏
﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄︒

(11
)

『�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
得
字
丈
量
保
�
﹄
の
存
在
は
︑

黃
忠
鑫
氏

(曁
南
大
學
歷
�
地
理
硏
究
中
心
)
の
�
士
學
位
論
�

﹃
在
政
區
與
社
區
之
閒
︱
︱
�
淸
都
圖
里
甲
體
系
與
�
州
社
會
﹄

(復
旦
大
學
中
國
歷
�
地
理
硏
究


︑
二
〇
一
三
年
)
に
よ
っ
て

知
っ
た
︒
黃
忠
鑫
氏
に
は
�
州
府
下
の
都
圖
�
書
や
上
海
圖
書
館



藏
の
�
州
�
書
に
關
す
る
0
報
も
御
敎
示
い
た
だ
い
た
︒
こ
こ
に
記

し
て
謝
?
を
表
す
る
︒

な
お
︑
筆
者
は
二
〇
一
四
年
三
-
に
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
を
閱

覽
・
複
寫
し
た
︒
後
段
に
﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄︑
同
じ
く
上
海
圖
書

館


藏
の
魚
鱗
册
の
影
印
を
あ
げ
る
が
︑
複
寫
す
る
際
に
學
«
論
�

に
影
印
を
揭
載
す
る
こ
と
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
︒
閱
覽
・
複
寫
に

あ
た
っ
て
は
︑
當
時
︑
華
東
政
法
大
學
に
在
學
中
で
あ
っ
た
張
詩

悅
・
尹
夢
佳
兩
氏
に
御
協
力
い
た
だ
い
た
︒
あ
わ
せ
て
謝
?
を
表
し

た
い
︒

(12
)

鶴
見
尙
弘
﹁
中
國
歷
�
�
物
館
藏

萬
曆
九
年
丈
量
の
�
州
府
魚

鱗
册
一
種
﹂
(﹃
和
田
�
德
敎
�
古
稀
記
念

�
淸
時
代
の
法
と
社

會
﹄

古
書
院
︑
一
九
九
三
年
)︒

(13
)

鶴
見
尙
弘
﹁
魚
鱗
册
を
訪
ね
て

︱
︱
中
國
硏
修
の
旅
︱
︱
﹂

(﹃
�
代
中
國
硏
究
彙
報
﹄
六
︑
一
九
八
四
年
)
に
よ
れ
ば
︑
鶴
見
氏

が
中
國
硏
修
中
に
閱
覽
し
た
張
居
正
の
丈
量
の
魚
鱗
册
は
一
〇
種
で

あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
︑
そ
の
う
ち
殘
存
す
る
分
量
が
�
も
多
い
の

は
︑
計
二
一
四
二
號
の
0
報
を
傳
え
る
中
國
歷
�
�
物
館
藏
﹃
萬
曆

九
年
丈
量
商
字
魚
鱗
淸
册
﹄
で
あ
る
︒

(14
)

上
海
圖
書
館
の
目
錄
上
の
名
稱
は
︑
﹃
休
寧
縣
二
拾
伍
都
陸
圖
丈

量
保
�
﹄
で
あ
る
︒
法
量
は
縱
三
五
・
〇
㎝
︑
橫
三
一
・
八
㎝
︑
厚

さ
2
五
・
五
㎝
で
︑
M
字
六
四
九
號
︱
三
八
五
六
號
の
記
載
を
殘

す
︒

(15
)

上
海
圖
書
館
の
目
錄
上
の
名
稱
は
︑
﹃
休
寧
縣
二
十
伍
都
八
圖
丈

量
保
�
﹄
で
あ
る
︒
法
量
は
縱
三
四
・
五
㎝
︑
橫
三
一
・
〇
㎝
︑
厚

さ
2
八
・
八
㎝
で
︑
帙
入
で
あ
る
︒
男
字
一
號
︱
三
〇
〇
〇
號
の

記
載
を
殘
す
︒

(16
)

衣
な
る
の
は
︑﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
五
都
六
圖
M
字
丈
量
保

�
﹄
の
事
產
の
形
狀
を
圖
示
す
る
箇


に
東
西
南
北
の
方
位
を
記
す

點

(︻
圖
2
︼
に
あ
げ
た
記
載
例
で
は
東
西
南
北
の
方
位
が
記
さ
れ

て
い
る
が
︑﹃
得
字
丈
量
保
�
﹄
場
合
︑
方
位
を
記
す
の
は
少
數
で

あ
る
)︑﹃
�
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
五
都
八
圖
男
字
丈
量
保
�
﹄
の
版

心
が
“
休
寧
縣
︻
貮
拾
伍
都

圖
丈
量
保
�
︼
○
○

(葉
數
)”
と

圖
の
部
分
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
點
で
あ
る
︒

(17
)

萬
曆
﹃
休
寧
縣
志
﹄
卷
三
︑
食
貨
志
﹁
公
賦
﹂

休
寧
縣
爲
P
定
刊
刷
保
�
︑
以
Q
稽
査
︑
以
垂
永
久
事
︒
照
得
國
初

丈
量
︑
原
設
保
�
︑
Q
民
經
業
︑
立
法
甚
善
︒
今
奉
�
旨
淸
丈
︑
民

業
R
怨
︑
若
照
先
時
保
�
︑
畫
圖
填
寫
︑
費
用
浩
繁
︑
致
勢
家
則
�
︑

U
民
則
無
︑
後
世
疆
界
紛
R
︑
稽
査
實
難
︒
爲
此
欲
垂
永
久
︑
P
定

畫
一
之
規
︑
行
令
總
書
等
︑
駸

(鋟
)
梓
印
刷
︑
廣
佈
液
行
︑
以
X

僉
業
人
民
︑
¯
�
慿
據
︑
後
世
本
本
相
同
︑
不
致
滋
生
衣
議
︒
爲
爾

諸
民
奕
世
悠
\
之
計
︑


願
世
世
相
承
︑
人
人
共
守
︑
不
踏
去
籍
之

]
︑
而
增
讓
^
之
風
︒
豈
非
本
縣
與
地
方


深
幸
哉
︒
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知
休
寧
縣
事
吉
水
曾
乾
亨
書
︒

(18
)

『男
字
丈
量
保
�
﹄
卷
首

縣
$
思
慮
休
民
產
土
︑
分
法
繁
瑣
︑
基
墓
價
重
︑
强
U
似
難
歸
一
︒

立
設
保
�
之
規
︑
印
發
序
�
︑
責
令
鋟
梓
裝
刷
︑
形
跡
相
同
︑
c
奸

難
施
︑
是
非
可
辨
︑
無


容
私
︒
板
料
備
成
︑
預
d
數
里
︑
諸
人
稱

贊
古
今
初
e
美
事
︒
嗣
因
稅
糧
未
淸
︑
槪
縣
査
對
︑
父
故
停
止
︑
f

役
歸
農
︒
復
思
淸
丈
千
載
奇
g
︑
同
板
保
�
傳
液
永
世
︑
迺
民
業
R

怨
之
本
︑
實
黃
册
契
稅
之
源
︑
僉
業
世
守
爲
慿
︑
續
置
推
收
�
據
︑

人
戶
無
惰
虛
糧
︑
縣
總
i
N
�
維
︑
止
奸
猾
之
强
j
︑
定
奕
世
之
根

源
︑
實
爲
Q
民
︒
公
務
委
任
︑
不
得
克
k
︒
秉
心
預
l
府
縣
︑
千
里

赴
吿
撫
m
︑
俱
蒙
批
縣
示
諭
各
o
准
d
︒
俯
思
當
m
無
人
提
`
︑
焉

能
槪
縣
a
行
︒
據
慿
圖
正
原
丈
︑
査
對
册
底
︑
將
本
都
捌
圖
男
字
保

�
d
完
︑
售
散
該
圖
拾
排
業
戶
︑
諸
人
得
見
︑
毫
c
難
生
︒
公
正
一

o
之
美
q
︑
經
d
永
\
之
液
傳
︒
非
惟
首
業
宜
辦
︑
賢
能
善
事
︑
省

費
可
備
利
益
︒
後
人
置
產
t
如
積
金
︑
X
裔
如
思
卞
和
泣
玉
︑
液
傳

古
今
之
寶
︒
愚
立
茲
�
︑
難
k
槪
邑
之
功
︒
特
書
�
首
之
后
︑
願
o

都
俊
u
諸
賢
士
同
心
而
立
赤
幟
云
︒

萬
曆
貳
拾
肆
年
孟
冬
-

;

圖
正

汪
惟
忱

排
年

汪
本
仁

w
興

w
顯
繼

汪
繼
志

汪
銑

w
時
a

w
�
�

巴
高
隆

w
萬
里

王
璘

量
畫

巴
付
隆

w
廷
嵩

書
算

w
積
肆

王
同
仁

給
與

都

圖

收
執

(19
)

『
槐
溪
張
氏
茂
荊
堂
田
契
册
﹄
は
︑
�
・
天
°
年
閒
か
ら
淸
・
雍

正
年
閒
ま
で
の
休
寧
縣
七
都
張
氏
一
族
の
田
契
・
合
同
・
分
2
を
抄

寫
し
た
も
の
で
あ
る
︒
詳
し
く
は
︑
黃
忠
鑫
﹁
�
淸
時
D
�
州
"
里

書
R
奄
與
私
册
液
傳
︱
︱
基
于
民
閒
賦
役
合
同
�
書
"
考
察
﹂

(﹃
�
學
-
刊
﹄
二
〇
一
五
年
第
五
D
)
一
〇
二
～
一
〇
三
頁
を
參
照
︒

(20
)

高
橋
芳
郞
﹁
�
代
�
州
府
休
寧
縣
の
一
爭
訟

︱
︱
『著
存
�
卷

集
﹄
の
紹
介
︱
︱
﹂
(﹃
北
海
m
大
學
�
學
部
紀
)
﹄
四
六
︱
二
︑

一
九
九
八
年
︒
の
ち
﹃
宋
代
中
國
の
法
制
と
社
會
﹄

古
書
院
︑
二

〇
〇
二
年
︑


收
)︒
﹃
著
存
�
卷
集
﹄
に
つ
い
て
は
︑
筆
者
自
身
も

二
〇
一
〇
年
九
-
に
閱
覽
し
た
ほ
か
︑
高
橋
氏
が
抄
寫
し
た
も
の
と

入
手
し
た
寫
眞
の
複
寫
を
三
木
聰
氏
か
ら
ご
提
供
い
た
だ
い
た
︒
記

し
て
謝
?
を
表
す
る
︒

(21
)

後
段
の
第
三
違
で
そ
の
一
端
を
あ
げ
る
︒

(22
)

=
揭
;

(20
)
高
橋
論
�
︒

(23
)

『著
存
�
卷
集
﹄
(四
五
)
﹁
金
革
孫
の
稟
帖
﹂︒
項
目
の
番
號
と
名

稱
は
︑
=
揭
;

(20
)
高
橋
論
�
が
附
し
た
も
の
に
よ
る

(以
下
︑

同
じ
)︒
項
目
の
番
號
と
名
稱
の
一
覽
は
︑
高
橋
論
�
三
四
〇−

三

四
四
頁
を
參
照
︒
金
革
孫
が
提
出
し
た
の
は
︑
得
字
二
五
二
二
號−

二
五
二
九
號
と
得
字
二
五
三
一
號
・
二
五
三
二
號
の
計
一
〇
號
の
事
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產
に
つ
い
て
の
0
報
で
あ
る
︒

(24
)

現
存
す
る
﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
が
抄
寫
さ
れ
た
時
D
と
﹃
歸
戶
親
供

册
﹄
の
原
本
が
作
製
さ
れ
た
時
D
は
衣
な
る
と
思
わ
れ
る
た
め
︑

﹁﹃
歸
戶
親
供
册
﹄
の
內
容
の
作
成
時
D
﹂
と
記
し
た
︒

(25
)

別
稿
﹁
�
・
萬
曆
年
閒
︑
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
の
事
產


�
狀
況

に
關
す
る
�
料
﹂
(﹃
%
宋
變
革
硏
究
a
¦
﹄
七
︑
二
〇
一
六
年
)︒

(26
)

=
揭
;

(2
)
欒
論
�
︒

(27
)

各
人
戶
の


�
事
產
の
分
布
に
つ
い
て
は
︑
=
揭
;

(25
)
別
稿

の
﹁︻
�
料
1
︼﹃
萬
曆
九
年
淸
丈
二
七
都
五
圖
歸
戶
親
供
册
﹄
基
礎

デ
ー
タ
﹂
を
參
照
︒

(28
)

隅
と
は
縣
城
內
の
行
政
區
域
で
あ
り
︑
o
村
部
の
都
に
相
當
す
る
︒

(29
)

根
據
と
な
る
デ
ー
タ
は
︑
=
揭
;

(25
)
別
稿
の
﹁︻
�
料
2
︼

二
七
都
五
圖
內
の
事
產
を


�
す
る
他
圖


屬
人
戶
に
關
す
る
デ
ー

タ
﹂
を
參
照
︒

(30
)

鈴
木
�
之
﹁
�
代
�
州
府
の
戶
と
里
甲
制
﹂
(井
上
園
・
\

隆

俊
I
﹃
宋−

�
宗
族
の
硏
究
﹄

古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
)︒

(31
)

欒
成
顯
﹁
黃
册
制
度
"
几
个
基
本
問
題
﹂
(﹃
�
代
黃
册
硏
究
﹄
中

國
社
會
科
學
出
版
社
︑
增
訂
本
︑
二
〇
〇
七
年
)
二
八
六−
二
九
一

頁
︒

(32
)

陳
興
が
都
正
で
あ
っ
た
こ
と
は
﹃
著
存
�
卷
集
﹄
(八
)﹁
z
按
御

�
の
批
﹂・
(九
)﹁
休
寧
縣
の
詳
�
﹂︑
王
�
・
陳
振
�
・
陳
天
相
・

陳
岩
求
が
里
長
戶
で
あ
っ
た
こ
と
は
﹃
著
存
�
觀
集
﹄
(一
〇
)﹁
二

七
都
排
年
陳
祿
等
吿
按
院
狀
﹂
に
見
え
る
︒
同
�
料
に
よ
れ
ば
︑
二

七
都
五
圖
內
の
四
坵
の
事
產
を


�
し
た
朱
天
生
も
二
七
都
一
圖
の

里
長
戶
で
あ
っ
た
︒
な
お
︑
後
段
に
あ
げ
る
よ
う
に
安
�
省
圖
書
館

藏
﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄
は
︑
汪
�
も
二
七
都
一
圖
の
里
長
戶

と
記
す
が
︑
後
営
す
る
よ
う
に
同
書
が
傳
え
る
の
は
萬
曆
二
〇
年
に

二
七
都
二
圖
が
一
圖
か
ら
增
置
さ
れ
て
以
影
の
0
報
で
あ
り
︑
萬
曆

九
年
の
段
階
で
汪
�
が
二
七
都
一
圖
の
里
長
戶
で
あ
っ
た
こ
と
を
確

定
で
き
な
い
た
め
︑
汪
�
に
つ
い
て
は
里
長
戶
に
數
え
な
か
っ
た
︒

﹃
休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄
が
二
七
都
二
圖
の
里
長
戶
と
記
す
朱
法

に
つ
い
て
も
同
樣
で
あ
る
︒

(33
)

二
七
都
五
圖


屬
人
戶
の
�


�
事
產
か
ら
二
七
都
五
圖
內
に



�
す
る
事
產
を
差
し
引
い
た
も
の
を
除
し
た
數
値
で
あ
る
︒

(34
)

『休
寧
縣
都
圖
里
役
備
覽
﹄
は
︑
卷
末
に
嘉
慶
二
年

(一
七
九
七
)

の
0
報
を
記
す
こ
と
か
ら
︑
嘉
慶
二
年
以
影
に
抄
寫
さ
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒

(35
)

二
七
都
の
二
圖
が
萬
曆
二
〇
年
に
設
置
さ
れ
た
こ
と
は
︑
萬
曆

﹃
休
寧
縣
志
﹄
卷
一
︑
輿
地
志
﹁
沿
革
﹂
に
よ
る
︒
ま
た
一
圖
か
ら

增
置
さ
れ
た
こ
と
は
︑
二
圖
の
魚
鱗
字
號
が
一
圖
と
同
じ
“
必
”
で

あ
っ
た
こ
と
か
ら
分
か
る
︒

(36
)

岸
本
美
緖
﹁
�
末
淸
初
の
地
方
社
會
と
﹃
世
論
﹄﹂
(﹃
歷
�
學
硏

究
﹄
五
七
三
︑
一
九
八
七
年
︒
の
ち
﹃
�
淸
!
替
と
江
南
社
會
﹄
東

京
大
學
出
版
會
︑
一
九
九
九
年
︑


收
)
︒

(37
)

森
正
夫
﹁
中
國
=
�
代
�
硏
究
に
お
け
る
地
域
社
會
の
視
點

︱
︱
中
國
�
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹃
地
域
社
會
の
視
點
︱
︱

地
域
社
會

と
リ
ー
ダ
ー
﹄
基
`
報
吿
﹂
(﹃
名
古
屋
大
學
�
學
部
硏
究
論
集
﹄
八

三
・
�
學
二
八
︑
一
九
八
二
年
︒
の
ち
﹃
森
正
夫
�
淸
�
論
集
﹄
第

三
卷
︿
地
域
社
會
・
硏
究
方
法
﹀

古
書
院
︑
二
〇
〇
六
年
︑



收
)︒
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(38
)

=
揭
;

(9
)・
(31
)
欒
論
�
︒
第
三
違
で
萬
曆
二
〇
年
に
二
七

都
の
二
圖
が
一
圖
か
ら
增
置
さ
れ
た
こ
と
を
営
べ
た
が
︑
二
圖
の
魚

鱗
字
號
が
一
圖
と
同
じ
“
必
”
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
︑
萬
曆

二
〇
年
に
增
置
さ
れ
た
二
圖
は
人
戶
I
成
の
み
で
あ
り
︑
領
域
は
一

圖
と
共
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
二
七
都
の
二
圖
が
獨
自
の
領

域
を
具
え
る
の
は
︑
そ
の
後

(淸
・
順
治
年
閒
)
の
丈
量
に
よ
っ
て

丈
量
作
業
と
魚
鱗
册
作
製
の
單
位
と
な
り
︑
獨
自
の
魚
鱗
字
號
が
附

さ
れ
て
以
影
で
あ
る
︒

な
お
︑
o
・
都
・
里=

圖
な
ど
宋
代
以
影
の
o
村
行
政
組
織
が
領

域
性
を
具
え
る
に
至
る
論
理
に
關
す
る
私
見
は
︑﹁
領
域
性
の
生
成

︱
︱
�
代
�
州
魚
鱗
册
關
係
�
書
を
て
が
か
り
に
︱
︱
﹂
(第
四
〇

囘
宋
代
�
硏
究
會
︑
二
〇
一
四
年
八
-
)
と
﹁
�
代
里
甲
制
體
制
の

性
格

︱
︱
魚
鱗
册
關
係
�
書
の
知
見
か
ら
︱
︱
﹂
(共
同
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
﹁
�
代
中
國
と
日
本

︱
︱
政
治
と
法
制
︱
︱
﹂
富
山
大
學

人
�
學
部
東
洋
�
硏
究
室
︑
二
〇
一
四
年
一
一
-
)
と
題
す
る
報
吿

で
営
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
︑
機
會
を
改
め
て
詳
し
く
論
じ
た
い
︒

(39
)

租
佃
關
係
の
存
在
狀
況
に
つ
い
て
は
︑
﹁
地
$
佃
戶
關
係
の
具
體

宴
の
た
め
に

︱
︱
萬
曆
九
年
休
寧
縣
二
七
都
五
圖
に
お
け
る
租
佃

關
係
︱
︱
﹂
(三
木
聰
I
﹃
宋−

淸
代
中
國
の
政
治
と
社
會
﹄

古

書
院
︑
二
〇
一
七
年
二
-
刊
行
豫
定
)
を
準
備
し
て
い
る
︒

[附
記
﹈
本
稿
は
︑
二
〇
一
三
～
二
〇
一
六
年
度
科
學
硏
究
費
補
助
金
基
盤
硏
究

(C
)﹁
�
末
淸
初
D
︑
里
甲
制
體
制
下
の
社
會
"
液
動
性
と
階
層
�
成
の
變

動
に
關
す
る
硏
究
﹂
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
︒
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meaning superior kingdom, was the word used by the Southern Song as the appel-

lation for the Jin dynasty during the Huangtong treaty period, when the Southern

Song emperor adopted the role of subject toward the Jin emperor. In this section, I

confirm the fact that the word “shangguo” continued to be used in the Dading trea-

ty period also.

Through these examinations, I conclude that although it is often said that the

relationship between the Jin dynasty and the Southern Song during the Dading

treaty period was formally that of nearly equals, in fact, the position of the Jin

dynasty was superior to that of the Southern Song in many more respects than

previously imagined.

ON ZHANGLIANG BAOBO AND GUIHUQINGONGCE :

THE STATE OF LAND OWNERSHIP OF 27 DU 5 TU IN XIUNING

PREFECTURE, HUIZHOU IN THE WANLI ERA

ITOH Masahiko

Four volumes of the Duplicates of the Household Register of 27 Du 5 Tu of

Xiuning Prefecture during the Wanli Era 萬曆休寧縣 27 都 5 圖黃册底籍 (No. 2 :

24527) in the Anhui Museum are the only historical materials that show the entire

contents of the “One Li (Tu)” 一里=圖 in the household registers for taxation and

labor service, fuyi huangce 賦役黃册, during the Ming period. There exists,

however, a yulince魚鱗册 (Fish-scale record) of 27 Du 5 Tu 27都 5 圖 in Xiuning

Prefecture that is based on the land survey (zhangliang 丈量) of the 9th year of

the Wanli era (1581). This document is actually one volume of theMarked Register

of the Land Survey of 27 Du 5 Tu in Xiuning Prefecture in the Ninth Year of the

Wanli Era in the Ming Period 0萬曆 9 年休寧縣 27都 5 圖 得字丈量保1 (線� No.

563585 : hereafter, Dezi zhangliang baobo). It consists of 442 leaves and shows

information on the lands from Dezi No. 9 to No. 3544. It is estimated that 84% of the

original Dezi zhangliang baobo is extant, and the large quantity of yulince of the land

survey done by Zhang Juzheng 張居正 is noteworthy. The Dezi zhangliang baobo

was published in a printed edition like other yulince of Xiuning Prefecture made by

survey of 1581.

Based upon a consideration of the reason why the yulince was published in

Xiuning Prefecture and the relation of the Guihuqingongce of 27 Du 5 Tu in
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Qingzhang in the Wanli Era 萬曆 9 年淸丈 27 都 5 圖歸戶親供册 in the Anhui

Museum (No. 2 : 24582 : hereafter, Guihuqingongce), which records the complete

information on the land ownership of all the people of 27 Du 5 Tu in Xiuning

Prefecture, and the Dezi zhangliang baobo, I examine the contents of the

Guihuqingongce 歸 戶 親 供 册 and the Dezi zhangliang baobo regarding the

distribution of land ownership in the huangce of 27 Du 5 Tu in Xiuning Prefecture of

Huizhou in the Wanli era. My analysis makes it clear that the people of 27 Du 5 Tu

possessed over 90% of the lands within 27 Du and that almost all of those who

owned the lands of 27 Du 5 Tu were people that lived either within 27 Du or their

neighboring Du. This distribution of land ownership, thus, supports the

understanding that until the dissolution of Lijia 里甲 system, the Du 都(in the case

of the Jiangnan Delta, the Qu 區 based on Du) was the zone of life for ordinary

people.

MISSIONARY DOCUMENTS AND REGIONAL SOCIETY

OF THE ZHUJIANG DELTA, GUANGDONG

DOI Ayumu

At the end of Qing Period, local elites had widened their spheres of activity.

Previous studies have paid much attention to the relationship between traditional

local elites and provincial assemblies or the self-government movement. However,

because of the limitation of sources, most researchers have paid less attention to the

activities of non-elites in rural districts. Hence, this study employs source materials

from the Canton Villages Mission 廣州鄉村傳8團 on Sanhuadian village 三華店村,

in Hua Xian (Fa Yuen) 花縣, which was located in the northern district of Canton

City, and on Xu Maujuan (Tsʼui Mau Kwan) 徐茂均, who had returned from

abroad, to verify the way non-elites in a rural district dealt with local reconstruc-

tion for the modern world during the last decade of the Qing dynasty.

Xu had lived abroad for a lengthy period and lamented the weakness and de-

cline of his own country, and when he returned to China, he indicated a strong

interest in the doctrines of Christianity. He tried under Christian influence to intro-

duce modern education in Sanhuadian village, but the villagers displayed no im-

mediate interest in Xuʼs activities. However, it appears that the positive role of

missionaries and Chinese Christians in the Anti-American Boycott Movement
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